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３－12 自衛隊災害派遣要請計画 

３－12－１ 自衛隊災害派遣要請書 

 

自衛隊災害派遣要請書 

 

                               盛危第   号 

                               年  月  日 

 

  岩手県知事         殿 

 

 

                        盛岡市長         印 

 

                         担当者の職、氏名 

                         電話番号         

 

  次により自衛隊の派遣を要請します。 

 
 災 害 の 状 況                          

 

 派 遣 を 希 望 す る 事 由                          

 派 遣 を 希 望 す る 期 間                          

 

 

 派 遣 を 希 望 す る 区 域                         

 

 

 及 び 活 動 内 容                         

 

  
  

 その他参考となるべき事項 

  

  
 

 備考 用紙の大きさ 日本産業規格Ａ４ 
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３－12 自衛隊災害派遣要請計画 

３－12－２ 陸上自衛隊東北方面特科連隊主要装備品等一覧表 

令和７年７月１日現在  

 

１ 車   両                                    

種    類 数 量 用        途 

 小 型 車   ５９  偵察、連絡用 

 中 型 ト ラ ッ ク   ４０  人員、資器材輸送用 

 大 型 ト ラ ッ ク   ５１   〃 

 特 大 型 ト ラ ッ ク   ２６   〃 

 救 急 車    ３  患者輸送 

 雪 上 車    ２  冬季人員、器材等輸送用 

野外炊具１号（炊事トレーラー）   ４  野外炊事 

 給 水 ト レ ー ラ ー   ９  給 水（１ｔ） 

 油 圧 シ ョ ベ ル    ２   〃 

 ス ノ ー モ ビ ル    ４  偵察、資機材輸送 

 人 命 救 助 シ ス テ ム    ２  人命救助システム構成品内訳表のとおり 

 オ ー ト バ イ    ３  

 指 揮 通 信 車    ３  

 

２ 諸 機 械 

種    類 数 量 用        途 

 円 ピ ６００  工事用 

 十 字 鍬  １５２   〃 

  斧  ８０   〃 

 ア キ オ （ ソ リ ）   ４  冬季患者、物資輸送 

 ボ ー ト    ３  水上救助 

 救 命 胴 衣   ４６   〃 

ジ ェ ッ ト シ ュ ー タ ー   ７３  火災消火 ※岩手県からの借り受け器材 
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人命救助システム構成品内訳表 
 

区分 物品管理区分 構 成 品 名 
数  量 

Ⅰ型 Ⅱ型 

部
隊
用
装
備
品 

中
隊
用 

施設器材 

 マスク用リサイクラー 

 捜索用音響探知機 

 破壊構造物探索器 

 検電器 

 折り畳み式リヤカー 

 救助用油圧器具 

 救助用三脚 

 万能運搬具 

 三連伸縮はしご 

    ２ 

    ４ 

    ４ 

    ４ 

    ４ 

    ８ 

    ２ 

    ２ 

    ２ 

    １ 

    ２ 

    ３ 

    １ 

    １ 

    １ 

 

    １ 

小
隊
用 

 救助作業用照明具 

 エンジン式削岩機 

 エアジャッキ 

 手動式ウインチ 

 背負式消火ポンプ 

 救助作業用誘導棒 

    ８ 

    ８ 

    ８ 

    ８ 

   １１ 

    ８ 

    １ 

    １ 

    １ 

    １ 

    ３ 

    ２ 

分
隊
用 

 サイレン式警報器 

 捜索用投光器 

 救助用ロープ 

 携帯式便所 

 エンジンカッター 

 チェンソー 

 油圧式ジャッキ 

 手動式ウインチ 

 油圧式カッター 

 ピストン式破壊工具 

 ピック付バール 

 鉄線きょう 

   １６ 

   １６ 

   １６ 

   １６ 

   １６ 

   ２２ 

   １６ 

   １６ 

   １６ 

   １６ 

   １６ 

   １６ 

    ３ 

    １ 

    ４ 

   １３ 

    ２ 

    ０ 

    ２ 

    １ 

    １ 

 

３０ 

    ２ 

衛生器材 救急キット（携帯用） １６  

個人用装備品  防じん眼鏡、レスキューベルト   ２５５    ３０ 

その他 

化学器材 

 空気呼吸器 

 空気濃度測定器 

 可燃性ガス検知器 

 予備ボンベ 

    ４ 

    ２ 

    ４ 

    ４ 

    ４ 

    １ 

    １ 

    ４ 

衛生器材 

 患者固定具セット（陰圧式、 ３型） 

 担架ベット 

 吸引式（足踏式） 

 人口そ生器セット（手動式） 

    １ 

    ５ 

    ４ 

    ４ 

  １ 

    ０ 
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３－12 自衛隊災害派遣要請計画 

３－12－３ 自衛隊災害派遣撤収要請書 

 
 

 

自衛隊災害派遣撤収要請書 

 

                                盛危消第   号 

                                年  月  日 

 

  岩手県知事         殿 

 

 

                        盛岡市長          印 

 

                          担当者の職、氏名 

                          電話番号         

 

  次により自衛隊の撤収を要請します。 

 

 
災 害 の 状 況  

  

派 遣 を 要 請 し た 事 由  
 

派 遣 を 必 要 と し た 期 間  
 

 

 

派 遣 を 必 要 と し た 区 域 

及 び 活 動 内 容 

 

 

 

 
その他参考となるべき事項   

 

 備考 用紙の大きさ 日本産業規格Ａ４ 
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３－12 自衛隊災害派遣要請計画 

３－12－４ 自衛隊派遣部隊の集結場所 

 

自衛隊派遣部隊の集結場所 

 

地区名 番号 名   称 所 在 地 電話番号  

東 地 区 １  盛岡競馬場  新庄字上八木田10番地 ６５１－２９９９ 

西 地 区 ２  県営運動公園  みたけ一丁目10番１号 ６４１－１１２７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

603 

 

３－13  ボランティア活動計画 

３－13－１ 奉仕団宿泊施設一覧表 

 

奉 仕 団 宿 泊 施 設 一 覧 表 
 

地区名 番号 名    称 所  在  地 

 有 効 

 面 積 

  (㎡） 

 収容可 

 能人員 

  (人) 

電話番号 

中央地区 

１ 中 央 公 民 館                 愛宕町14番1号 826 275 654-5366 

２ 勤 労 福 祉 会 館                 紺屋町2番9号 997 332 654-3480 

南地区 ３ サンライフ盛岡 仙北二丁目4番12号 605 201 635-9600 
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３－13  ボランティア活動計画 

３－13－２ 災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定書（社会福祉法人盛岡市社会

福祉協議会） 

 

災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定書 

 

 盛岡市（以下「甲」という。）と社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会（以下「乙」という。）は、

災害時における盛岡市災害ボランティアセンター（以下「センター」という。）の設置、運営等に

関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲の災害時応急対応活動として行う、センターの設置及びそれに伴うボラン

ティア活動を円滑に実施するために、甲及び乙の果たすべき役割と協力事項、費用負担等を定め、

被災者の生活支援に寄与することを目的とする。 

（センターの設置等） 

第２条 甲がセンターを設置する必要があると判断したときは、甲乙協議の上、センターを設置す

るものとする。 

２ 甲の要請がない場合であっても、乙がその必要性を確認した場合、甲乙協議の上、センターを

設置することができる。 

（センターの設置場所） 

第３条 センターの本部事務所は、盛岡市総合福祉センター内に設置する。ただし、予定していた

場所が利用できない場合、甲はこれに代わる場所を確保して乙に提供するものとする。 

２ 著しい被害を受けた地域や地理的な課題等によりセンターの分室の設置が必要であるときは、

甲乙協議の上、設置場所を確保するものとする。 

（センターの運営） 

第４条 センターの運営は、乙が主体となり、必要に応じて、外部からのボランティア、各社会福

祉協議会、ＮＰＯ、ボランティアコーディネーターのほか、地域の関係機関・団体等の協力のも

と行うものとする。 

２ 甲は、乙がセンターを設置した場合、乙との連絡調整について担当者を配置し、速やかに連携

体制を整え、運営を支援する。 

（協力の要請） 

第５条 乙は、センターの円滑な活動を確保することが困難であると認めるときは、甲に対し、必

要な協力を求めることができる。 

（センターの業務） 

第６条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 

 (1) 被災情報の把握 

 (2) ボランティアニーズの把握 

 (3) 災害ボランティアの募集及び受付 

 (4) 災害ボランティア活動の情報発信 

 (5) センター及び災害ボランティア活動に関する各種相談及び問い合わせへの対応 

 (6) ボランティア活動保険（天災・地震補償付）の加入手続き 

 (7) 災害ボランティア活動に必要な資機材・活動物資等の調達・貸出・保管・管理 



 

605 

 

 (8) 災害ボランティア活動に必要な移動支援 

 (9) 災害対策本部等との以下の情報の共有 

  ア 被災状況・避難情報 

  イ インフラ等の復旧計画・復旧情報 

  ウ ボランティアによる支援活動の状況 

  エ 特に支援を必要とする者の情報 

  オ その他ボランティア活動に必要と甲及び乙が認める情報 

 (10)関係機関・団体との間の連絡・調整・仲介等 

 (11)その他センターの活動に必要な業務 

（資機材等の確保） 

第７条 甲及び乙は、災害時におけるボランティア活動等に必要な資機材等を相互に協力して確保

するものとする。 

（費用負担） 

第８条 センターの運営に係る人件費及び応援職員旅費等について、法令その他別段の定めがある

場合を除き、原則として甲の負担とする。 

２ 乙は、前項の費用の内訳について、甲の要求に応じ、その内容を説明するものとする。 

（請求及び支払） 

第９条 乙は、前条の規定により費用が確定した時は、経費明細書等を添えて甲に請求するものと

する。 

２ 甲は、前項の規定により乙からの請求があったときは、内容を確認し、その費用を乙に支払う

ものとする。 

（センターの閉鎖） 

第10条 センターの閉鎖は、災害の復旧状況を考慮し、甲乙協議の上、決定するものとする。 

（損害補償） 

第11条 災害時における応急・復旧活動等に関し、ボランティアが被った損害に対する補償は、ボ

ランティア活動保険による対応又は災害対策基本法第84条に規定する損害補償の例に準じて行う

甲の補償による対応とする。 

（報告） 

第12条 乙は、センターの運営状況について甲に報告を行うものとする。 

（平常時における体制整備） 

第13条 乙は、平常時から災害時に備えたセンター機能の整備・保持に努めるものとし、甲は、必

要な協力を行うものとする。 

２ 甲及び乙は、平常時から相互に連携し、ボランティア団体、地域住民、関係機関・団体等との

良好な関係の維持に努め、センターの運営など災害時における連携・協力体制の確立を図るもの

とする。 

３ 甲及び乙は、災害時におけるボランティア活動が効果的に実施されるよう、防災訓練等の際に、

互いに協力して災害ボランティアの養成を行うとともに、自主防災組織の育成に努めるものとす

る。 

（連絡担当者） 

第14条 この協定に関する連絡担当者は、甲にあっては盛岡市保健福祉部障がい福祉課長とし、乙
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にあっては社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会地域福祉課長とする。 

（有効期間及び更新） 

第15条 この協定の有効期間は、締結の日から 1 年間とする。ただし、期間満了の日の１月前まで

に甲、乙いずれからも解除又は変更の申し出がないときは、１年間更新されたものとし、以後も

また同様とする。 

（協議） 

第16条 この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

令和４年１月19日 

 

（甲）盛岡市内丸12番２号                 

 

盛岡市長  谷 藤 裕 明           

 

 

    （乙）盛岡市若園町２番２号                 

社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会           

 会  長  川 村   裕           
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３－14 災害救助法の適用計画 

３－14－１ 災害に係る住家の被害認定基準 

 

災害に係る住家の被害認定基準 

 

被害種類 

認 定 基 準 

（令和３年６月24日府政防670号 内閣府政策統括官（防災担当）通

知） 

住 家 全 壊 

（全焼・全流失） 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住

家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だ

しく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的に

は、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延

床面積の70％以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素

の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割

合が50％以上に達した程度のものとする。 

住 家 半 壊 

（ 半 焼 ） 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわ

ち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度

のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20％以上

70％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全

体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20％以上50％未満

のものとする。 

 

大 規 模 半 壊 居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模

な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的

には、損壊部分がその住家の延床面積の50％以上70％未満のもの、ま

たは住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合

で表し、その住家の損害割合が40％以上50％未満のものとする。 

中 規 模 半 壊 居住する住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に

面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住

宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の

延床面積の30％以上50％未満のもの、または住家の主要な構成要素の

経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合

が30％以上40％未満のものとする。 

半 壊 住家半壊（半焼）のうち、大規模半壊、中規模半壊を除くもの。具

体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20％以上30％未満のも

の、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損

害割合で表し、その住家の損害割合が20％以上30％未満のものとす

る。 

準 半 壊 住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的に

は、損壊部分がその住家の延床面積の10％以上20％未満のもの、また

は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で

表し、その住家の損害割合が10％以上20％未満のものとする。 

住 家 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であ

るかどうかを問わない。 

非 住 家   住家以外の建築物をいうものとする。 

なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とす
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る。ただし、これらの施設に、常時、人が居住している場合には、当

該部分は住家とする。 

（注） 

(1) 住家被害戸数については「独立して家庭生活を営むことができるように建築さ

れた建物または完全に区画された建物の一部」を戸の単位として算定するものと

する。 

(2) 損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることに

より、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。 

(3) 主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住

家の一部として固定された設備を含む。 
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３－15 避難・救出計画 
３－15－１ 災害時における緊急割込み放送に関する協定（ラヂオもりおか） 
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３－15 避難・救出計画 

３－15－２ 消防分団担当区域一覧表 

消防分団担当区域一覧 表 

令和７年７月１日現在  

分団名 所 在 地 担 当 区 域 名 

 第１分団  仙北三丁目15-41 仙北一丁目、仙北二丁目、仙北三丁目、東仙北一丁目、

東仙北二丁目、南仙北一丁目、南仙北二丁目、南仙北三

丁目、西仙北一丁目(一部)、西仙北二丁目、仙北町、本

宮一丁目(一部) 

 第２分団  鉈屋町10-７ 南大通三丁目、大慈寺町、鉈屋町、神子田町、高崩、茶

畑一丁目、茶畑二丁目(一部)、南大通二丁目(一部) 

 第３分団  肴町9-31 肴町(一部)、下ノ橋町、馬場町、清水町、南大通二丁目

(一部) 

 第４分団  八幡町1-17 肴町(一部)、南大通一丁目、志家町、八幡町、松尾町、

中ノ橋通一丁目(一部)、中ノ橋通二丁目、神明町(一部) 

 第５分団  紺屋町３-37 中ノ橋通一丁目(一部)、紺屋町、神明町(一部)、若園

町、上ノ橋町、住吉町(一部)、天神町(一部)、加賀野一

丁目、加賀野二丁目、加賀野三丁目(一部)、加賀野四丁

目(一部)、山王町(一部) 

 第６分団  本町通一丁目11-24 本町通一丁目、本町通二丁目、愛宕町(一部)、山岸一丁

目、山岸二丁目、山岸三丁目、山岸四丁目、山岸五丁

目、山岸六丁目、紅葉が丘、山岸(洞清水下) 

 第７分団  大沢川原三丁目3-5 内丸、中央通一丁目、大通一丁目、大通二丁目、大通三

丁目(一部)、菜園一丁目、菜園二丁目、大沢川原一丁

目、大沢川原二丁目、大沢川原三丁目、開運橋通 

 第８分団  長田町10-1 中央通二丁目、中央通三丁目、大通三丁目(一部)、本町

通三丁目(一部)、長田町、材木町、梨木町、西下台町 

 第９分団  夕顔瀬町1-41 盛岡駅前通、盛岡駅前北通、盛岡駅西通一丁目、盛岡駅

西通二丁目、夕顔瀬町、北夕顔瀬町、前九年一丁目、前

九年二丁目、前九年三丁目、安部館町、新田町 

第10分団  三ツ割一丁目12-3 愛宕町(一部)、名須川町、岩清水、北山一丁目、北山二

丁目、上田一丁目、上田二丁目、上田三丁目、 上田四丁

目、高松一丁目、高松二丁目、高松三丁目、高松四丁

目、館向町、箱清水一丁目、箱清水二丁目、緑が丘一丁

目、緑が丘二丁目、緑が丘三丁目、緑が丘四丁目、東緑

が丘、黒石野一丁目、黒石野二丁目、黒石野三丁目、東

黒石野一丁目、東黒石野二丁目、東黒石野三丁目、岩脇

町、東松園一丁目、東松園二丁目、東松園三丁目、東松

園四丁目、西松園一丁目、西松園二丁目、西松園三丁

目、西松園四丁目、北松園一丁目、北松園二丁目、北松

園三丁目、北松園四丁目、松園一丁目、松園二丁目、松

園三丁目、小鳥沢一丁目、小鳥沢二丁目、三ツ割、三ツ

割一丁目、三ツ割二丁目、三ツ割三丁目、三ツ割四丁

目、三ツ割五丁目、上田、上田堤一丁目、上田堤二丁

目、本町通三丁目(一部)、山岸(大平、合間、庚申下) 
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分団名 所 在 地 担 当 区 域 名 
 

 第11分団  上厨川字新田85-20 城西町、境田町、中屋敷町、上厨川、平賀新田、長橋町、

土淵、天昌寺町、北天昌寺町、大館町、稲荷町、大新町、

前潟一丁目、前潟二丁目、前潟三丁目、前潟四丁目 

 

 第12分団  本宮三丁目47-16 本宮、下鹿妻、仙北、西仙北一丁目(一部)、向中野、向中

野一丁目、向中野二丁目、向中野三丁目、向中野四丁目、

向中野五丁目、向中野六丁目、向中野七丁目、本宮一丁目

(一部)、本宮二丁目、本宮三丁目、本宮四丁目、本宮五丁

目、本宮六丁目、本宮七丁目 

 

 第13分団  中野二丁目15-12 茶畑二丁目(一部)、中野一丁目、中野二丁目、東中野町、

東中野、東安庭一丁目、東安庭二丁目、東安庭三丁目、東

安庭、門一丁目、門二丁目、小杉山(一部)、門(真立、唐、

須磨) 

 第14分団  浅岸一丁目11-30 住吉町(一部)、天神町(一部)、 加賀野三丁目(一部)、加賀

野四丁目(一部)、小杉山(一部)、山王町(一部)、新庄町、

東新庄一丁目、東新庄二丁目、東桜山、つつじ が丘、加賀

野、下米内一丁目、下米内二丁目、新庄(小貝沢、瀬戸、下

八木田、上八木田、銭掛)、下米内(至沢、伊勢沢、一本

松、馬場野、大豆門、佐倉)、浅岸(大塚、稲久保、向田、

堰根、橋場、柿木平、二ツ森、綱取、貝田、木々塚、下大

葛、上大葛、元信、赤重、鍋倉)、浅岸一丁目、浅岸二丁

目、浅岸三丁目 

 

第15分団  厨川一丁目9-5 上堂一丁目、上堂二丁目、上堂三丁目、上堂四丁目、みた

け二丁目、みたけ四丁目、みたけ六丁目、厨川一丁目、厨

川二丁目、厨川三丁目、厨川四丁目、厨川五丁目、下厨川 

 

 第16分団  上米内字中居74-1 上米内、下米内(閉伊街道)、桜台一丁目、桜台二丁目、桜

台三丁目、山岸(名乗)、浅岸(大志田)、新庄(中津川) 

 

 第17分団  青山三丁目8-10 青山一丁目、青山二丁目、青山三丁目、青山四丁目、南青

山町、中堤町、西青山一丁目、西青山二丁目、西青山三丁

目、月が丘一丁目、月が丘二丁目、月が丘三丁目、みたけ

一丁目、みたけ三丁目、みたけ五丁目 

 

 第18分団  川目町21-21 東山一丁目、東山二丁目、川目町、梁川、根田茂、砂子

沢、門(角下)、川目 

 

 第19分団  上太田八千刈53-6 下太田、中太田、上太田、上鹿妻、猪去  

 第20分団  繋字萪内沢62-5 繋  

 第21分団  三本柳10地割47 三本柳、津志田、津志田町一丁目、津志田町二丁目、津志

田町三丁目、津志田西一丁目、津志田西二丁目、津志田中

央一丁目、津志田中央二丁目、津志田中央三丁目、津志田

南一丁目、津志田南二丁目、津志田南三丁目、東見前、西

見前、永井 
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分団名 所 在 地 担 当 区 域 名 
 

第22分団  下飯岡14地割256 湯沢、湯沢西一丁目、湯沢西二丁目、湯沢西三丁目、湯

沢東一丁目、湯沢東二丁目、湯沢東三丁目、湯沢南一丁

目、湯沢南二丁目、上飯岡、下飯岡、飯岡新田、羽場、

流通センター北一丁目、北飯岡一丁目、北飯岡二丁目、

北飯岡三丁目、北飯岡四丁目 

 

 第23分団  乙部28地割34-4 大ケ生、乙部、手代森、黒川  

第24分団 日戸字鷹高28-１ 日戸、玉山、川又、上田  

 

 
第25分団 渋民字泉田361 門前寺、渋民、芋田   

第26分団 下田字仲平59-19 下田、川崎  

第27分団 好摩字上山30-38 好摩、玉山永井、松内  

第28分団 巻堀字幅下41-２ 玉山馬場、巻堀、寺林  

第29分団 薮川字外山43-８ 薮川  
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３－15 避難・救出計画 

３－15－３ 災害時における船舶等の貸与に関する協定書（北上川に舟っこを運航する盛岡の会） 

 

災害時における船舶等の貸与に関する協定書 

 

 盛岡市（以下「甲」という。）と北上川に舟っこを運航する盛岡の会（以下「乙」という。）は、

盛岡市内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）にお

ける救助に伴う船舶等の貸与に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時に、甲乙が相互に連携し、円滑な災害応急対策を実施することを目的

として、乙が保有する船舶等の貸与について必要な事項を定めるものとする。 

（船舶等の種類） 

第２条 乙が甲に対して貸与する船舶等は、次に掲げるものとする。 

(1) もりおか丸（木造） １艇 

(2) 北上川 1号（ゴムボート）1艇 

 (3) 開明丸（FRP舟） 1艇 

(4) ライフジャケット 30着 

（貸与の要請） 

第３条 甲は、災害時に船舶等の貸与を必要とする場合は、乙に対し電話等により要請内容を連絡

し、乙は、貸与可能な船舶等を確認、調整の上、甲に結果を連絡する。 

２ 前項に規定する連絡を受けた後、甲は、乙に対し、船舶等の貸与について要請書（様式第１号）

により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、口頭又は電話等で要請を行

い、その後速やかに要請書を提出するものとする。 

（船舶等の引渡し等） 

第４条 乙は、前条の規定による甲からの要請を受け、船舶等を貸与する場合は、甲の指定する場

所に運搬し、船舶等の種類・数量について確認の上で、引渡しを行うものとする。 

２ 乙は、前項の規定により、船舶等の引渡しを行った場合は、速やかに口頭又は電話等により甲

に連絡し、甲に対して報告書（様式第２号）を提出するものとする。 

（貸与期間） 

第５条 船舶等の貸与期間は、船舶等の引渡し後から１週間程度とする。ただし、貸与期間を変更

する必要がある場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。 

（船舶等の返却） 

第６条 乙が甲に貸与した船舶等の返却時期及び返却場所については、甲乙協議の上、決定する。 

（費用負担） 

第７条 貸与期間中の船舶等に係る費用（燃料代、その他消耗品等に係る費用等)については、甲

が負担するものとする。 

２ 前項の費用は、発災直前における適正な価格を基礎として、甲乙協議の上、決定するものとす

る。 

（補償） 

第８条 甲は、貸与期間中に事故等が発生した場合は、速やかにその旨を乙に連絡するものとする。 
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２ 貸与期間中に生じた船舶等への損害の補償及び事故により第三者に与えた物的又は人的損害に

ついては、その損害の帰責理由がある者が補償責任を負うものとする。ただし、当該帰責事由が

不明な場合は、甲乙協議の上、その賠償に当たるものとする。 

（連絡責任者） 

第９条 甲及び乙は、この協定に関する連絡責任者を事前に定め、報告書（様式第３号）により相

互に報告するものとする。当該連絡責任者に変更が生じた場合も同様とする。 

（協議） 

第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項は、甲乙協議の上、定めるも

のとする。 

（有効期間） 

第11条 この協定の有効期間は、契約締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の日の１月前

までに甲、乙からも解除又は変更の申し出がないときは、１年間更新されるものとし、以後もま

た同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

令和４年５月 14日 

 

             甲 盛岡市内丸 12番２号 

                

盛岡市長  谷 藤 裕 明 

 

 

           乙 盛岡市盛岡駅前通 13番 23号阿部ビル 

 

                  北上川に舟っこを運航する盛岡の会 

 

                  会  長  村 井 軍 一 
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（様式第１号） 

 

第     号  

年  月  日  

 

北上川に舟っこを運航する盛岡の会会長  様 

 

盛岡市長 谷 藤 裕 明     

 

災害時における船舶等の貸与要請書 

 災害時における船舶等の貸与に関する協定第３条第２項の規定により、次のとおり要請します。 

口頭、電話等による要請の日時   年  月  日  時  分頃 

貸与要請理由  

船舶等の種類及び数量 
種 類 

数 量 

貸与場所 住 所 

貸与期間   年  月  日  ～  年  月  日 

要請担当者 

所属 

氏名 

連絡先 

備考 
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（様式第２号） 

第     号  

年  月  日  

 

盛岡市長  様 

 

北上川に舟っこを運航する盛岡の会会長     

 

災害時における船舶等の貸与報告書 

 災害時における船舶等の貸与に関する協定第４条第２項の規定により、次のとおり報告します。 

船舶等の種類及び数量 
種 類 

数 量 

貸与場所 住 所 

貸与期間   年  月  日  ～  年  月  日 

担当者 

所属 

氏名 

連絡先 

備考 
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（様式第３号） 

第     号  

年  月  日  

 

  様 

 

     

 

 災害時における船舶等の貸与に関する協定第９条の規定により、次のとおり報告します。 

（  年  月  日現在） 

第一順位 

所 属 

氏 名 

連絡先 

第二順位 

所 属 

氏 名 

連絡先 

第三順位 

所 属 

氏 名 

連絡先 
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３－15 避難・救出計画 

３－15－４ 災害時における指定緊急避難場所及び指定避難所としての施設利用に関する協定（社

会福祉法人盛岡市社会福祉事業団） 
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３－15 避難・救出計画 

３－15－５ 災害時における相互協力に関する協定書（盛岡少年刑務所） 
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３－15 避難・救出計画 

３－15－６ 災害時における相互協定に関する協定書（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合

研究機構本部管理本部東北管理部） 
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３－15 避難・救出計画 

３－15－７ 災害時における相互協定に関する協定書（社会福祉法人岩手県同胞援護会） 
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633 
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３－15 避難・救出計画 

３－15－８ 災害時における相互協定に関する協定書（盛岡少年院） 
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637 
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３－15 避難・救出計画 

３－15－９ 災害時における一時避難施設としての使用に関する協定書（東北財務局盛岡財務事務

所） 
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643 
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３－15 避難・救出計画 

３－15－10 災害時における相互協力に関する協定書（株式会社モナカ） 
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３－16 医療・保健計画 

３－16－１ 岩手県災害時動物救護本部設置要綱 
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令和６年８月現在

NO 団体・機関名 代表者名 電話 ＦＡＸ

1 一般社団法人岩手県獣医師会 会長　　佐々木　一弥 019-656-1014 019-656-1017 〒 020-0851 盛岡市向中野5-28-27

2 ｱｼﾞﾘﾃｨｰｸﾗﾌﾞ　TEAM・SHINYA 代表　　新屋　一巳 019-654-3326 019-654-3344 〒 020-0812 盛岡市川目第6地割93-13

3 ワンちゃんくらぶ 代表　　新屋　映子 019-654-3326 019-654-3344 〒 020-0812 盛岡市川目第6地割93-13

4 動物いのちの会いわて 代表　　下机　都美子 019-692-5920 019-692-5941 〒 020-0507 雫石町丸谷地37-36

5 岩手県動物愛護ﾈｯﾄﾜｰｸ 理事長　瀬川　康信 0198-24-0455 0198-24-0455 〒 025-0066 花巻市松園町1-2-8

6 おっぽの会 会長　　吉川　繁行 019-676-5030 019-676-5030 〒 020-0507 紫波郡紫波町高水寺字中田35-16

7 ポチの会 会長　　本江　玄佳 0191-32-1013 0191-32-1012 〒 021-0902 一関市萩荘金ヶ崎49-1　ほんご動物病院内

8 MAPフレンズ 会長　　摂待　睦夫 0193-64-0856 0193-77-3493 〒 027-0052 宮古市宮町4-3-18　ｸﾞﾘｰﾝ動物病院内

9 わん’Ｓ倶楽部 代表　　小倉　雅美 0194-63-1791 0194-55-5370 〒 028-0033 久慈市畑田24-124-2

10 わんこの会 会長　　稲葉　じゅん 0195-23-8257 0195-23-8517 〒 028-6104 二戸市米沢字長瀬49-1　ｸﾞﾘｰﾝ動物病院内

11 盛岡ペットワールド専門学校 学校長　 工藤　昌雄 019-604-1151 019-604-1156 〒 020-0034 盛岡市盛岡駅前通10-16

12 人と動物の絆 momo太郎 代表　    鈴子　真佐美 090-7525-0388 0193-22-1897 〒 026-0025 釜石市大渡町3-3-6

災害時における動物の救護活動に関する協定を締結した団体

団体住所



 

650 

 

３－18 給水計画 

３－18－１ 給水対策計画 

令和７年７月１日現在  

給水対策計画 

 

被災対象人数 

(人) 

項 目 

5,000以下 

5,001 

～ 

25,000 

25,001 

～ 

75,000 

75,001以上 

被

災

状

況 

被 災 等 の 要 因 
地 震 等 災 害 

その他の事故 

同 左 

(震度５～６ ) 

同 左 

(震度６以上 ) 

同 左 

(震度６以上 ) 

被 災 等 の 概 要 
配 水 幹 線 の 

折 損 事 故 等 

送水施設、導

管施設等の被

災 

浄水施設系統 

等 の 被 災 

水道施設全般 

に係わる被災 

被 災 等 の 範 囲 約 2 , 0 0 0世帯 約10,000世帯 

市内４分１程

度 

１浄水場系統 

全 域 

市内２分１程

度 

被 害 全 域 

応

急

給

水

体

制 

組 織 
対策本部設置 

部 対 応 

同 左 

市 連 携 

同 左 

市 県 連 携 

同 左 

市 県 国 連 携 

応

援

要

請 

要 請 先 
水 道 業 者 

日 水 協 ( 県 ) 

水道関連業者 

日水協 (東北 )  

水道関連業者 

日水協 (東北 ) 

水道関連業者 

日水協 (全国 ) 

動員数(数) ２０ ８０ １８０ ３００～ 

車両 (両) ０ ２０ ３０ ４０～ 

給水タンク 

10ｔ (基) 

ローリー 

２ 

ローリー 

１７ 

ローリー 

３５ 

ローリー 

５０～ 

１ 人 当 た り 

応急給水量(ℓ) 
１０ ５～８ ３～５ ３～５ 

必要応急給水量 

(ｔ) 
５０ ２００ ４００ ６５０～ 

応 急 給 水 期 間 

(日) 
１～７ ３～２１ ７～３５ １４～７７ 

備 考  上下水道部保有タンク 拠点給水用タンク 1.0(ｔ) 20基  

  ポリタンク(10ℓ)     1,083個 

  応急給水袋(６ℓ)    20,000枚 
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３－18 給水計画 

３－18－２ 日本水道協会東北地方支部災害時相互応援に関する協定書 

 
日本水道協会東北地方支部災害時相互応援に関する協定書 

 

日本水道協会の東北地方支部長、青森県支部長、秋田県支部長、岩手県支部長、山形県支部長、

宮城県支部長及び福島県支部長は、東北地方支部内の災害時相互応援に関し、次のとおり協定を締

結する。 

 

（趣旨） 

第１条 本協定は、災害により日本水道協会東北地方支部（以下「地方支部」という。）内の正会

員（以下「会員」という。）に断水及び漏水等の水道の被害が発生した場合に、「公益社団法人日

本水道協会東北地方支部規則」第７条に基づき、会員が相互に行う応援活動について必要な事項

を定めるものである。 

 

（責務） 

第２条 会員は、平時から本協定に基づく応援活動に備え、応援要請があった場合には、可能な限

り応援活動に協力する。 

２ 地方支部内の県支部（以下「県支部」という。）長は、県支部内の会員に本協定の内容を周知

するとともに、本協定の実施に必要な県支部内の相互応援体制を確立する。 

３ 地方支部長は、本協定の実施に必要な総合調整を行い、地方支部内の相互応援体制を確立する。 

 

（情報連絡） 

第３条 地方支部長及び県支部長は、予め本協定の実施に必要な情報連絡を担当する連絡担当部署、

連絡担当責任者及び連絡担当責任者補助者を定め、災害が発生したときまたは災害発生の恐れが

あるときに、速やかに必要な情報連絡を行う。 

 

（情報連絡調整） 

第４条 地方支部長及び県支部長は、本協定に基づく応援活動に際して必要な情報連絡調整を行う。 

２ 県支部長は、県支部長都市が被災し情報連絡調整を行うことができない場合に、情報連絡調整

を行う会員を県支部内から決定する。 

３ 前項において情報連絡調整を行うことができる会員が県支部内にいない場合に、地方支部長は、

県支部長等と協議のうえ情報連絡調整を行う会員を地方支部内から決定する。 

４ 地方支部長は、地方支部長都市が被災し情報連絡調整を行うことができない場合に、情報連絡

調整を行う会員を地方支部内から決定する。 

 

（地方支部現地救援本部の設置） 

第５条 地方支部長は、災害の規模が大きく応援を行う会員間の連絡調整が必要であると認めた場

合に、現地における応援体制の整備を目的とする地方支部現地救援本部を設置することができる。 

２ 災害の規模が特に大きく、厚生労働省及び日本水道協会等による現地救援本部（これに相当す

る組織を含む。）が設置されたときには、地方支部現地救援本部は当該現地救援本部に移行する。 

 

（応援要請） 

第６条 被災県支部長は、被災した会員（以下「被災会員」という。）からの応援要請について県

支部内での対応が困難であると認めた場合に、地方支部長に応援要請を行う。 

２ 前項により応援要請を受けた地方支部長は、効果的な応援活動が期待できる県支部長に応援要

請を行う。 

３ 前項により地方支部長から応援要請を受けた県支部長は、県支部内の会員に応援要請を行い、

県支部内からの応援活動について調整するとともに、その結果を速やかに地方支部長に報告する。 

４ 前項により県支部長から報告を受けた地方支部長は、その報告をもとに応援活動を行う会員

（以下「応援会員」という。）を被災県支部長に通知する。 

５ 第１項により応援要請を受けた地方支部長は、地方支部内での対応が困難と認めた場合に、日

本水道協会本部に応援要請を行う。 
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（応援活動） 

第７条 応援会員が行う応援活動は、次のとおりとする。 

 （1）応急給水活動 

 （2）応急復旧活動 

 （3）資機材の提供 

 （4）工事事業者等の斡旋 

 （5）前各号に掲げるもののほか特に要請があった事項 

 

（応援隊の派遣） 

第８条 第６条により応急給水や応急復旧の応援要請を受けた応援会員は、直ちに応援体制を整え、

応援隊を派遣する。 

 

（応援隊の受け入れ） 

第９条 被災会員は、応援隊の受け入れを円滑に行うことができるよう、応援隊の集合場所等を指

定する。 

２ 応援隊の受け入れに必要となる宿泊施設や応援車両の駐車場等については、原則として被災会

員が確保するものとする。 

 

（中継会員） 

第 10 条 地方支部長は、地方支部内で水道の被害が発生し、被災県支部以外の県支部からの応援

が必要となる場合に、遠方からの応援隊の移動補助を目的とした活動を行う会員（「中継会員」

という。）を、関係する県支部長等と協議のうえ地方支部内から定めることができる。 

 

（支援拠点会員） 

第 11 条 地方支部長は、災害の規模が大きく、県域を越え広範にわたる甚大な水道の被害が発生

し、応援の長期化が見込まれる場合等に、効率的な応援体制構築を目的とした被災会員の支援を

行う会員（「支援拠点会員」という。）を、関係する県支部長等と協議のうえ地方支部内から定め

ることができる。 

 

（応援活動の終了） 

第 12 条 被災会員は、被害の復旧等に伴い応援会員による応援が不要となった場合に、被災県支

部長にその内容を報告する。 

２ 前項により報告を受けた被災県支部長は、その内容を地方支部長に報告する。 

３ 前項により報告を受けた地方支部長は、当該応援会員の所属する応援県支部長に応援活動の終

了を通知する。 

４ 前項により通知を受けた応援県支部長は、当該応援会員に応援活動の終了を通知する。 

 

（応援活動の費用負担） 

第 13 条 本協定に基づく応援活動に要した費用は、応援会員に所属する職員に係る基本的な人件

費及び法令上の特別の定めがあるものを除き、原則として被災会員が負担するものとする。 

 

（防災協議会） 

第 14 条 地方支部長は、相互応援の円滑な実施に必要な情報交換を目的とした防災協議会を設置

し、毎年定期的に開催する。 

２ 防災協議会は、地方支部及び各県支部の連絡担当責任者を含む必要な者で構成するものとする。 

 

（合同訓練） 

第 15 条 地方支部長及び県支部長は、本協定を円滑に実施するため、応援要請、応援隊の派遣及

び応援隊の受け入れ等に関する合同訓練を計画し、実施することができる。 

２ 地方支部長は、合同訓練の実施に関する要綱を別に定める。 

 

（地方支部区域外の正会員に対する応援） 

第 16 条 日本水道協会本部より地方支部区域外の正会員に対する応援要請があった場合に、地方
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支部長は、応援要請の受諾等について日本水道協会本部と調整を行う。 

２ 前項の応援要請を地方支部長が受諾した場合に、地方支部長及び県支部長は本協定に準じた応

援要請等に対応する。 

３ 前項により応援要請を受けた会員は、本協定に準じた応援活動に協力する。 

 

（正会員以外の水道事業体及び簡易水道事業体に対する応援） 

第 17 条 県等の行政機関から正会員以外の水道事業体及び簡易水道事業体に対する応援要請があ

った場合、地方支部長及び県支部長は本協定に準じた応援要請等に対応する。 

２ 前項により応援要請を受けた会員は、本協定に準じた応援活動に協力する。 

 

（指針） 

第 18条 地方支部長は、本協定の実施に関して必要な指針を別に定める。 

 

（協議） 

第 19 条 本協定に定めのない事項及び本協定の内容に疑義が生じた場合には、その都度協議して

定める。 

 

 

（その他） 

第 20 条 本協定の成立を証するため、協定書７通を作成し、地方支部長及び県支部長がそれぞれ

記名、押印の上、各１通を保有する。 

 

 附則 

（適用） 

１ この協定は、平成９年５月１日から適用する。 

２ 日本水道協会東北地方支部水道施設の震害に伴う相互応援計画（平成３年９月１日改正計画）

は、廃止する。 
 
 附則（平成 18年３月 23日改定） 

（適用） 

この協定は、平成 18年３月 23日から適用する。 
 
 附則（平成 26年４月 11日改定） 

（適用） 

この協定は、平成 26年４月 11日から適用する。 

 

平成 26年４月 11日 

 日本水道協会東北地方支部長 

    仙台市長 奥 山 恵 美 子 

 

 日本水道協会青森県支部長 

    青森市長 鹿 内 博 

 

 日本水道協会秋田県支部長 

    秋田市長 穂 積 志 

 

 日本水道協会岩手県支部長 

    盛岡市長 谷 藤 裕 明 

 

 日本水道協会山形県支部長 
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    山形市長 市 川 昭 男 

 

 日本水道協会宮城県支部長 

石巻地方広域水道企業団企業長 亀 山 紘 

 

 日本水道協会福島県支部長 

    郡山市長 品 川 萬 里 
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３－18 給水計画 

３－18－３ 公益社団法人日本水道協会岩手県支部水道施設の災害に伴う相互応援計画 

 

公益社団法人日本水道協会岩手県支部水道施設の災害に伴う相互応援計画要綱 
 

（平成10年４月16日  第 98回役員会決定） 

（平成25年４月18日 第 133回役員会決定） 

（平成27年４月15日 第 140回役員会決定） 

（令和３年２月３日 第 158回役員会決定） 

  

（目的） 

第１条 この要綱は、公益社団法人日本水道協会岩手県支部（以下「県支部」という。）に所

属する正会員及び簡易水道部会員（以下「会員」という。）が、公益社団法人日本水道協会岩

手県支部規則第８条の規定に基づき相互に行う災害発生時の救援活動（以下「応援活動」とい

う。）について、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（応援活動体制） 

第２条 県支部長は、応援活動を迅速かつ適切に行うため、県支部を地域別に９地区に分け、

各地区に幹事（以下「地区幹事」という。）を置くものとする。 

２ 地区幹事が被災し、職務を全うできない場合、県支部長がその職務を代行するものとする。 

３ 県支部長は、自らが被災しその職務を全うできない場合、県支部長の職務を代行する会員

を地区幹事の中から指定するものとする。 

４ 応援活動の組織及び連絡系統は別表のとおりとする。 

 

（責務） 

第３条 県支部長は、地区幹事、会員及び被災した会員（以下「被災会員」という。）との情

報連絡を行うほか、被災会員からの応援要請に基づき、速やかに応援体制を確立するものと

する。 

２ 地区幹事は、県支部長と地区内の会員（被災会員を含む。）間との情報連絡（応援要請及

び受諾に係る連絡を含む。）を行うものとする。 

３ 会員は、県支部長の要請に基づき、被災会員への応援活動に可能な限り協力するものとす

る。 

 

（情報連絡担当） 

第４条 県支部長、地区幹事及び会員は、この計画の実施に必要な情報の相互交換を担当する

連絡担当部課、連絡担当責任者及び連絡担当補助者を定めるものとする。 

 

（県支部現地救援本部の設置） 

第５条 県支部長は、災害の規模が大きく応援を行う会員間の連絡調整を行う必要があると認

めたときは、県支部現地救援本部を設置することができる。 

２ 県支部現地救援本部は、県支部長、地区幹事、応援要請を受けた会員の職員、その他県支

部長が必要があると認める者で構成する。 

３ 災害の規模が特に大きく、公益社団法人日本水道協会東北地方支部（以下「東北地方支部」

という。）等による現地救援本部（これに相当する組織を含む。）が設置されたときは、県支

部現地救援本部は当該現地救援本部に移行する。 

 

（応援要請） 

第６条 被災会員は、県支部長に対し応援の要請をするときは、文書で要請するものとする。

ただし、正式の文書をもって要請する暇がないときは電話、口頭又は防災無線等により行い

文書を省略することができるものとし、後日速やかに正式の文書を送付するものとする。 

２ 県支部長は、前項の規定により応援の要請を受けたときは、その被害の状況、地区等を考
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慮して地区幹事と協議し、応援を行う会員を定め要請するものとする。 

３ 前項の規定により応援要請を受けた会員は、直ちに応援体制を整え、その出発時刻、出動

人員、機械器具の種類、数及び予定到着時刻等を被災会員の連絡担当責任者又は連絡担当補

助者に連絡するものとする。 

４ 県支部長は、県支部内での応援が困難と認めたときは、東北地方支部に対して応援の要請

を行うものとする。 

 

（応援活動） 

第７条 会員が被災会員に対して行う応援活動は、概ね次のとおりとする。 

 (1) 応急給水活動 

 (2) 応急復旧活動（漏水調査を含む。） 

 (3) 応急復旧用資機材の提供 

 (4) 工事業者等の斡旋 

 (5) 前各号に掲げるもののほか特に要請があった事項 

２ 応援活動は、被災会員の指示に従って行うものとする。 

 

（応援要員の受入れ） 

第８条 被災会員は、応援要員の受け入れを円滑に行うことができるよう、応援要員の集合場

所を指定する。 

２ 応援要員の受け入れに必要となる宿泊施設及び応援車両の駐車場所等については、原則と

して被災会員が確保するものとする。 

 

（中継会員） 

第９条 県支部長は、遠方からの応援要員の移動補助を目的とした活動を行う会員（以下「中

継会員」という。）を地区幹事と協議のうえ定めることができる。 

 

（支援拠点会員） 

第 10 条 県支部長は、災害の規模が大きく、広範にわたる甚大な水道の被害が発生し、応援

の長期化が見込まれる場合等に、効率的な応援体制構築を目的とした被災会員の支援を行う

会員（以下「支援拠点会員」という。）を、地区幹事と協議のうえ定めることができる。 

 

（応援活動の終了） 

第 11 条 被災会員は、被害の復旧等に伴い応援会員による応援が不要となった場合に、県支

部長にその旨を報告する。 

２ 県支部長は、前項により報告を受けた場合、当該応援会員に応援活動の終了を通知する。 

 

（費用の負担） 

第 12 条 この要綱に基づく応援に要する費用は、応援要員に係る基本的な人件費及びその他

法令に別段の定めがあるものを除くほか、原則として被災会員が負担するものとする。 

 

 （指針） 

第 13条 この要綱の実施に関して必要な指針については、県支部長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成10年４月16日から適用する。 

この要綱は、平成25年４月18日から適用する。 

この要綱は、平成27年４月15日から適用する。 

この要綱は、令和３年２月３日から適用する。 
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３－18 給水計画 

３－18－４ 災害応急復旧工事等に関する協定書（盛岡市上下水道工事業協同組合） 

 

災害応急復旧工事等に関する協定書 
 

 盛岡市水道事業管理者（以下｢甲｣という｡）と盛岡市上下水道工事業協同組合（以下｢乙｣と

いう｡）は、地震、風水害その他による被害（以下｢災害｣という｡）の発生時における水道施設

の応急復旧工事等（以下｢応急復旧｣という｡）に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、災害の発生により市民のライフラインとしての水道施設が被災した場合、

速やかに給水能力を回復するために、甲の要請に基づき、乙が実施する水道施設の応急復旧

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （応援要請） 

第２条 甲は、災害の発生時において実施する水道施設の応急復旧（甲が他都市等から応援要

請を受けて実施する応急復旧を含む｡）に乙の応援が必要であると認めたときは、乙に対し

応急復旧の応援を要請することができる。 

 （応援要請の手続き） 

第３条 前条の規定による応援の要請は、次の事項を明らかにし文書で行うものとする。ただ

し、緊急を要するときは、口頭又は電話等により要請を行うことができるものとし、後日速

やかに文書を送付するものとする。 

(1) 災害の状況 

(2) 必要とする資機材、物資等の品目及び数量 

(3) 必要とする人員の職種別人員 

(4) 応援の場所及び応援場所への経路 

(5) 応援の期間 

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

 （応援要員の派遣） 

第４条 乙は、前条の規定により応援の要請を受けたときは、速やかに応援業務を行うための

体制を整え、必要な人員、資機材等を出動させ、甲が行う復旧作業に協力するものとする。 

２ 前項の規定による応援業務を行うにあたり、乙は、甲の職員の指示に従うものとする。 

（応援業務） 

第５条 乙が行う応援業務は概ね次のとおりとする。 

(1) 応急復旧工事 

(2) 応急給水 

(3) 応急復旧用資機材の提供 

(4) 漏水調査 

(5) 前各号に掲げるもののほか特に要請のあった事項 

 （費用負担） 

第６条 この協定に基づき、乙の行った応援業務に要した費用については、甲が負担するもの

とする。 

２ 前項に規定する費用は、甲が定める基準により積算した額に基づき、乙が応援業務に参加

した乙の組合員の要した費用を集約の上、乙が甲に一括して請求するものとする。 

 （労災補償） 

第７条 応急復旧により乙の組合員の従業員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、

乙の組合員の労災保険により補償するものとする。 

 （連絡責任者） 

第８条 甲及び乙は、災害情報の伝達を正確に行うため、連絡責任者を定めるものとする。 

（報告事項） 

第９条 乙は、この協定による応急復旧に協力できる人員及び資機材等の状況把握に努め、甲

の要請により報告するものとする。 
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 （期間） 

第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了日の１ヵ

月前までに甲、乙双方とも解除の申し出を行わない場合は、引き続き効力を有するものとす

る。 

 （協議） 

第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定の内容に疑義が生じた場合は、その都度甲、

乙協議して定めるものとする。 

 （適用） 

第12条 この協定は、協定締結の日から適用する。 

 

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙双方がそれぞれ記名押印の上、

各１通を保有する。 

 
平成11年３月16日 

 

(甲) 盛岡市水道事業管理者    山 口 貞 藏 

 

(乙) 盛岡市上下水道工事業協同組合 

理事長  小 林   清 
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３－18 給水計画 

３－18－５ 上下水道施設の災害に伴う応援協定書（第一環境株式会社） 

 

上下水道施設の災害に伴う応援協定書 

 

盛岡市上下水道事業管理者（以下「甲」という。）と第一環境株式会社（以下「乙」

という。）は、地震、風水害その他による災害（以下「災害」という。）の発生時にお

ける応援業務に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害発生により上下水道施設が被災した場合、甲の要請に基づ

き、乙が実施する応援業務に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（応援要請） 

第２条 甲は、盛岡市内に災害が発生し、乙の応援が必要であると認めたときは、乙

に対して、災害対応業務の応援要請をすることができる。 

２ 前項の応援要請は、「災害に伴う応援要請書」（第１号様式）により行うものとす

る。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等により要請を行うことができる

ものとし、後日速やかに文書を送付するものとする。 

３ 乙は、前項の規定による甲からの要請に対し、業務に支障のない範囲において、

可能な限り協力するものとする。 

 

（従業員の派遣） 

第３条 乙は、甲から応援要請を受けたときは、応急活動を行う従業員（以下、「応援

従業員」という。）を、甲の指定する場所に派遣するものとする。 

２ 乙は、応援業務を行うにあたり、甲の職員の指示に従うものとする。 

 

（応援業務） 

第４条 乙が行う応援業務は、「災害に伴う応援要請書」（第１号様式）により定める

ものとする。 

 

（報告） 

第５条 乙は、作業終了後、甲に対して文書により次の事項について報告するものと

する。 

(1) 作業の日時及び場所 

(2) 作業内容 

(3) 作業で必要とした使用資材及び員数 

(4) その他必要事項 

 

（費用の負担） 

第６条 この協定に基づき、乙が行った応援業務に要した費用については、甲が負担

するものとする。なお、この場合の費用については、甲乙協議の上、決定するもの

とする。 

（防災訓練等） 

第７条 乙は、災害等の発生時における業務が円滑に遂行できるよう、甲の行う防災

訓練等に積極的に参加するよう努めるものとする。 
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（労災補償） 

第８条 応援業務により応援従業員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、

乙の労災保険により補償するものとする。 

 

（連絡責任者） 

第９条 甲及び乙は、災害情報の伝達を正確に行うため、連絡責任者を定めるものと

する。 

 

（協定の有効期間） 

第 10 条 この協定の有効期間は、締結の日から平成 24 年３月 31 日までとする。ただ

し、期間満了の３箇月前までに甲、乙いずれからも申出がないときは、さらに１年

間延長されたものとみなし、以後この例による。 

 

（協議） 

第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定の内容に疑義が生じた場合は、その

都度甲、乙協議して定めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙双方が記名押印の上、

各１通を保有する。 

 

 

 

 

 

平成 23年４月１日 

 

（甲） 岩手県盛岡市愛宕町６番８号 

盛岡市上下水道事業管理者  白 根 敬 介 

 

 

（乙） 東京都港区赤坂二丁目２番１２号 

第一環境株式会社 

               代表取締役社長   岡 地 雄 一 
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３－18 給水計画 

３－18－６ 水道施設の災害に伴う応援協定書（財団法人岩手県防災保安協会） 

 

水道施設の災害に伴う応援協定書 
 

 盛岡市上下水道事業管理者（以下「甲」という。）と財団法人岩手県防災保安協会

（以下「乙」という。）は、地震、風水害その他による災害（以下「災害」という。）

の発生時における応援業務に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害発生により市民のライフラインとしての水道施設が被災し

た場合、速やかに給水能力を回復するために、甲の要請に基づき、乙が実施する応

援業務に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（応援要請） 

第２条 甲は、災害発生時において実施する水道施設の復旧作業（甲が他都市からの

応援要請を受けて実施する復旧作業を含む。）に乙の応援が必要であると認めたとき

は、乙に対し復旧作業の応援を要請することができる。 

 

（応援要請の手続） 

第３条 前条の規定による応援の要請は、次の事項を明らかにし文書で行うものとす

る。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等により要請を行うことができる

ものとし、後日速やかに文書を送付するものとする。 

(1) 災害の状況 

(2) 必要とする人員の職種別人員 

(3) 応援の場所及び応援場所への経路 

(4) 応援の期間 

(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

 

（応援要員の派遣） 

第４条 乙は、前条の規定により応援の要請を受けたときは、速やかに応援業務を行

うための体制を整え、必要な人員、機材等を出動させ、甲が行う復旧作業に協力す

るものとする。 

２ 前項の規定による応援業務を行うにあたり、乙は、甲の職員の指示に従うものと

する。 

 

（応援業務） 

第５条 乙が行う応援業務は、乙が所有する給水タンク車による応急給水とする。 

 

 

（費用負担） 

第６条 この協定に基づき、乙が行った応援業務に要した費用については、甲が負担

するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、甲が定める基準により積算した額に基づき、乙が応援業

務に要した費用を請求するものとする。 

 

（労災補償） 
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第７条 応援復旧により乙の従業員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、

乙の労災保険により補償するものとする。 

 

（連絡責任者） 

第８条 甲及び乙は、災害情報の伝達を正確に行うため、連絡責任者を定めるものと

する。 

 

（報告事項） 

第９条 乙は、この協定による応援業務に協力できる人員及び機材等の状況把握に努

め、甲の要請により報告するものとする。 

 

（協議） 

第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定の内容に疑義が生じた場合は、その

都度甲、乙協議して定めるものとする。 

 

（適用） 

第 11条 この協定は、協定締結の日から適用する。 

 

 この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙双方がそれぞれ記名

押印の上、各１通を保有する。 

 

  平成 22年６月 30日 

 

（甲） 盛岡市上下水道事業管理者  白 根 敬 介 

 

 

（乙） 盛岡市本宮小幅 19番地 12 

財団法人岩手県防災保安協会 

           理事長 川 村 久 史 
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３－18 給水計画 

３－18－７ 八戸圏域水道企業団・盛岡市上下水道局パートナーシップに関する覚書 
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３－18 給水計画 

３－18－８ 盛岡市上下水道局・岩手中部水道企業団パートナーシップに関する覚書 
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３－19 食料・生活必需品供給計画 

３－19－１ 災害救助用米穀等に関する協定書 

 

災害救助用米穀等に関する協定書 

岩手県知事（以下「甲」）と盛岡市長（以下「乙」という。）とは、災害救助法及び国民保護法

が発動された場合において、交通、通信の途絶のため、食糧安定供給特別会計に属する物品のうち

政府倉庫及び農林水産省指定倉庫（以下「倉庫」という。 ）に保管されている米穀及び災害対策

用乾パン（ 以下「災害救助用米穀等」という。）の緊急引渡しについて乙が甲の指示を受けられ

ない場合における取扱いについて、次のとおり協定する。 

 なお、甲は本協定と同時に乙を非常災害時における災害救助用米穀等取扱者に指定する。 

第１ 条 甲は、乙が災害救助用米穀等の引渡しを受けることができるようにするための協定を、

農政事務所長と締結するとともに、乙に代わってその代金を支払うものとする。 

２  乙は、災害救助用米穀等の引渡しを受ける必要があるときには、農政事務所において倉庫

を管轄する主幹課長及び地域課長又は政府所有食糧を保管する倉庫の責任者に対して直接引渡し

を要請することができるものとする。 

第２ 条 災害救助用米穀等の価格については、災害救助法又は国民保護法が発動された場合の直

前の政府売渡予定価格を基準として、決定することを原則とする。 

第３条 甲と乙は、災害救助用米穀等の引取代金について別紙書式の内容により、災害救助用米穀

等代金納付契約を締結するものとする。 

２  前項に定める契約にかかる契約書は、乙に対する実引渡数量ごとに作成するものとす

る。                                        

第４条 乙は、災害救助用米穀等の引渡しを受けたときは、甲に対し速やかに引渡全数量を報告す

るとともに、その代金を甲の定める期限までに納付するものとする。 

第５条 乙は、納付期限までにその引取代金を納付しなかったときは、当該未納額について、納付

期限の翌日から納付するまでの日の日数に応じ年 14 . 6 ％で計算した額の延滞金を甲に納付する

ものとする。 

 この協定の証しとして本書 2 通を作成し、甲、乙各 1 通を保有するものとする。 

平成 19 年 8 月 8 日 

                    岩手県知事 達 増 拓 也 

                         盛 岡 市 長 谷 藤 裕 明 
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（別紙） 

災害救助用米穀等代金納付契約書 

１  種類 

２  数量 

３  代金 ￥              

 内  訳 

種別 産年 産地銘柄 包装 量目 等級 数量 単価 金額 

           

４  現金取引場所 

５  代金納付期限    年 月 日 

６  引取目的   ○ ○ 災害の被災害者等に対する給食、供給のため岩手県知事（以下「甲」

という。）と○ ○ 市（町、村）長（以下「乙」という。）とは上記政府所有災害救助用米穀

等の引取代金納付について、次の条項により契約を締結する。 

第 1 条 乙は災害救助用米穀等の引取代金を甲の発行する納額告知書によって、納付期限までに岩      

手県金庫に納付しなければならない。 

第 2 条 乙が納付期限までにその引取代金を納付しなかったときは、当該未納額について、納付期

限の翌日から納付するまでの日の日数に応じ年 14 . 6 ％で計算した額の延滞金を甲に納付しな

ければならない。 

第 3 条 この契約に定める納付期限については、その期限が土曜日、日曜日及びその他の休日に該

当する場合は、その翌日をもって当該期限とする。 

第 4 条 乙は、甲の指示又は承認がなければ災害救助用米穀等を転売又は買受目的に反した処分を

することができない。 

第 5 条 乙は、災害救助用米穀等の引取後、又は引取中において天変地異、火災、盗難その他やむ

を得ない事由により乙が損害を被ることがあっても甲はその損害を負担しない。 

第 6 条この契約に定めのない事項については、法令の規定によるほか必要に応じて甲、乙協議して

定める。 

この契約の証しとして本書 2 通を作成し、甲、乙各々 1 通を保有するものとする。 

 

    年   月   日     

                 甲 岩手県知事  増田 寛也  印 

 乙 
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３－19 食料・生活必需品供給計画 

３－19－２ 災害時における相互応援に関する協定 

 

災害時における相互応援に関する協定 
 

（趣 旨） 

第１条  この協定は、札幌市、青森市、八戸市、盛岡市、秋田市、仙台市、福島市及び 

いわき市の各都市において災害(災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１

号に定める災害をいう。以下同じ。)が発生し、災害を受けた都市（以下「甲」という。）の

中央卸売市場独自では対応できない場合において、災害を受けていない都市（以下「乙」と

いう。）に対して行う協力要請及び支援に関して定めるものとする。 

（供給協力の要請等） 

第２条 甲は、緊急に生鮮食料品等の確保をはかる必要のあるときは、乙に対して生鮮食 

料品等の供給について協力を要請することができる。ただし、甲が要請をすることが困難な

場合には、乙間で協議して必要な支援を行うものとする。 

（供給協力） 

第３条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、速やかにこれに応じ、極力 

その要請内容の実現に努めるものとする。 

（協力要請の手続き） 

第４条 甲は、乙に対して第２条の規定による要請を行うときは、被害の状況及び必要とする

内容等を明らかにし、第６条に定める連絡担当部局を通じて口頭・電話・電信等により要請

し、後日、速やかに文書を送付するものとする。 

（協力経費の負担） 

第５条  第２条及び前条に基づく協力及び支援に要した経費負担は、甲乙協議のうえ決定 

する。なお、乙が自主的に行う救援物資の供給に伴う費用は乙の負担とする。 

（連絡担当部局） 

第６条  この協定を締結する都市の中央卸売市場は、あらかじめ連絡担当部局を定め、災 

害が発生したときは、速やかに相互に連絡をとるものとする。 

（協 議） 

第７条  この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、こ 

 の協定を締結する都市の中央卸売市場が協議して定めるものとする。 

（雑 則） 

第８条  この協定の締結を証するため、本協定書８通を作成し、各中央卸売市場は記名 押 

印のうえ、各１通を保有する。 

 

附 則 

 この協定は、平成９年３月１日から効力を生ずる。 

附 則 

 この協定は、平成２１年５月１５日から効力を生ずる。 

附 則 

 この協定は、平成２２年５月２１日から効力を生ずる。 

 

平成２２年５月２１日 

 

                                          札幌市中央卸売市場 

                                       市場長  石川 敏也 

               

                    青森市中央卸売市場 

                                             場 長  渡辺 悦雄 

 

                    八戸市中央卸売市場 
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                       市場長  元沢 達男 

 

                    盛岡市中央卸売市場 

                                             場 長  高橋 賢一 

 

                    秋田市中央卸売市場 

                       市場長  利部  勉 

 

                     仙台市中央卸売市場 

                       市場長  猪又 淳一 

 

                     福島市中央卸売市場 

                       場 長  島田金太郎 

 

                       いわき市中央卸売市場 

                       場 長  相川 富生 
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３－19 食料・生活必需品供給計画 

３－19－３ 大規模災害発生時における支援協定書（生活衛生同業組合） 
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３－19 食料・生活必需品供給計画 

３－19－４ 大規模災害発生時における支援協定書（盛岡ホテル協議会） 
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３－19 食料・生活必需品供給計画 
３－19－５ 災害時における自動販売機販売品の無償提供に関する協定書（みちのくコカ・コーラ

ボトリング株式会社） 
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３－19 食料・生活必需品供給計画 

３－19－６ 災害時における飲料の確保に関する協定（みちのくコカ・コーラボトリング株式会社） 
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３－19 食料・生活必需品供給計画 

３－19－７ 災害時における飲料の確保に関する協定書（株式会社ミチノク） 



 

683 
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様式第１号 

年  月  日 

株式会社ミチノク 

代表取締役社長    様 

盛岡市長        印 

 

飲 料 供 給 要 請 書 
「災害時における飲料の確保に関する協定」第３条の規定に基づき次の通り飲料の供給を要請しま

す。 

記 

１ 納入希望日時 

２ 納入場所 

３ 飲料の品名及び数量 

品  名 規 格 数 量 備 考 
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様式第２号 

年  月  日 

株式会社ミチノク 

代表取締役社長    様 

飲料受領確認者 

職氏名          印 

 

飲 料 受 領 書 
貴社より次のとおり飲料を受領しました。 

記 

１ 納入場所 

２ 飲料の品名及び数量 

品  名 規 格 数 量 備 考 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

※記以下の受領場所、品名、規格、数量などは配送時に予め記載しておくこと。 

 受領者確認者の押印は省略できる。 
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３－19 食料・生活必需品供給計画 

３－19－８ 盛岡広域圏における備蓄物資の相互融通に関する覚書 
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３－19 食料・生活必需品供給計画 

３－19－９ 地方創生に関する包括連携協定書（大塚製薬株式会社） 
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３－19 食料・生活必需品供給計画 

３－19－10 災害支援に関する協定書（株式会社盛岡スクールランチパートナーズ） 
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３－19 食料・生活必需品供給計画 
３－19－11 災害時におけるキッチンカーによる炊き出し等の実施に関する協定書 
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694 
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３－19 食料・生活必需品供給計画 
３－19－12 物資引渡書 

 

 
 

物 資 引 渡 書 
 

  引継者機関名               職 氏名 

  引受者機関名               職 氏名 

   救助用物資を次のとおり引継ぎました。 

 

 

                   記 

 

 １ 引継日時 

 

 ２ 引継場所 

 

 ３ 引継物資 次表のとおり。          （車両番号          ） 

   

 物 資 名  単 位  輸送数量  引継数量 
 差  引 

 不 足 数 
  不足を生じた理由  その他 

 

       

          

   （注）本書は、２部作成し、授受両機関とも保管する。 

  備考 用紙の大きさ 日本工業規格Ａ４ 
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３－20 応急仮設住宅の建設及び応急修理計画 

３－20－１ 応急仮設住宅の建設候補地一覧表 

 

応急仮設住宅の建設候補地一覧表 

 

地
区
名 

番

号 
名  称 所  在  地 有効面積(m2 

 ) 摘  要 

中 
 
 

央 
 
 

地 
 
 

区 

1 下 小 路 中 学 校 愛宕町１-１ 25,439  

2 仁 王 小 学 校 本町通二丁目18-１ 11,978  

3 桜 城 小 学 校 大通三丁目８-１ 9,139  

4 山 岸 小 学 校 山岸二丁目13-１ 9,795  

5 米 内 小 学 校 上米内字米内沢50 6,359  

6 米 内 中 学 校 桜台二丁目19-１ 13,413  

7 河 北 小 学 校 長田町16-１ 8.212  

8 上 田 小 学 校 上田三丁目16-45 11,620  

9 上 田 中 学 校 上田二丁目１-１ 12,206  

10 緑 が 丘 小 学 校 黒石野一丁目６-１ 7,304  

11 黒 石 野 中 学 校 黒石野三丁目15-１ 13,898  

12 松 園 小 学 校 松園三丁目12-１ 19,250  

13 松 園 中 学 校 東松園二丁目14-１ 30,737  

14 高 松 小 学 校 上田堤二丁目31-12 13,013  

15 東 松 園 小 学 校 東松園二丁目５-１ 17,777  

16 北 松 園 小 学 校 北松園二丁目12-1 16,584  

17 北 松 園 中 学 校 北松園四丁目34-１ 9,000  

西 
 
 
 

地 
 
 
 

区 
18 厨 川 小 学 校 前九年一丁目２-１ 8,810  

19 城 西 中 学 校 城西町４-１ 8,740  

20 青 山 小 学 校 青山二丁目７-２ 14,970  

21 厨 川 中 学 校 青山二丁目７-１ 15,833  

22 北 厨 川 小 学 校 厨川三丁目５-１ 13,350  

23 城 北 小 学 校 みたけ三丁目12-１ 12,271  

24 北 陵 中 学 校 滝沢市滝沢字穴口419 16,055  

25 大 新 小 学 校 南青山町６-10 10,880  

26 月 が 丘 小 学 校 滝沢市滝沢字穴口328 9,064  

27 土淵小・中学校 土淵字幅２-３ 10,043  
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地
区
名 

番

号 
名  称 所  在  地 有効面積(m2 

 ) 摘  要 

南 
 
 
 

地 
 
 
 

区 

28 仙 北 小 学 校 仙北二丁目19-１ 9,658  

29 仙 北 中 学 校 仙北三丁目18-１ 9,153  

30 本 宮 小 学 校 本宮二丁目25-１ 11,190  

31 大 宮 中 学 校 大宮字大宮５-１ 21,090  

32 太 田 小 学 校 上太田上吉本１-１ 6,867  

33 市 立 高 等 学 校 上太田上川原96 50,760  

34 太 田 東 小 学 校 上太田上野屋敷８-１ 11,170  

35 旧繋小・中学校 繋字舘市114-１ 6,176  

36 津 志 田 小 学 校 津志田20地割20 11,125  

37 見 前 中 学 校 津志田14地割34 13,874  

38 見 前 小 学 校 西見前18地割17-２ 9,653  

39 見 前 南 小 学 校 西見前13地割167 12,980  

40 永 井 小 学 校 永井10地割16 12,662  

41 飯 岡 小 学 校 下飯岡８地割48 14,018  

42 飯 岡 中 学 校 下飯岡６地割51-１ 18,590  

43 羽 場 小 学 校 羽場17地割55-１ 16,900  

東 
 
 
 

地 
 
 
 

区 

44 城 南 小 学 校 若園町９-20 7,336  

45 下 橋 中 学 校 馬場町１-１ 8,190  

46 大 慈 寺 小 学 校 大慈寺町６-47 8,142  

47 河 南 中 学 校 茶畑二丁目17-１ 12,269  

48 中 野 小 学 校 中野二丁目12-１ 11,190  

49 山 王 小 学 校 小杉山３-１ 9,352  

50 城 東 中 学 校 東新庄一丁目30-１ 9,252  

51 旧 川 目 小 学 校 川目第７地割12 4,995  

52 旧 浅 岸 小 学 校 浅岸字上大葛１ 4,792  

53 旧根田茂小学校 根田茂第５地割35-２ 6,119  

54 旧砂子沢小学校 砂子沢第10地割65 4,675  

南
東
地
区 

55 手 代 森 小 学 校 手代森22地割47 12,271  

56 都 南 東 小 学 校 乙部12地割16-1 9,592  
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３－20 応急仮設住宅の建設等及び応急修理計画 

３－20－２ 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書 

 

災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書 
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３－20  応急仮設住宅の建設等及び応急修理計画 

３－20－３  応急危険度判定士等宿泊場所一覧表 

 

応急危険度判定士等宿泊場所一覧表 

 
 

名     称 所 在 地 
有効面積 

(㎡) 

収容可能 

人員(人) 

電   話 

（ＦＡＸ） 

 

 河南公民館・盛岡劇場  松尾町3-1 453 151 
622-2258 

（622-1910） 
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３－20  応急仮設住宅の建設等及び応急修理計画 

３－20－４ 災害時における応急仮設住宅（移動式木造住宅）の建設に関する協定書（一般社団法

人日本ムービングハウス協会） 
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３－22 廃棄物処理・障害物除去計画 

３－22－１ 災害時における廃棄物の処理等に関する協定書（盛岡市廃棄物業協会） 
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３－22 廃棄物処理・障害物除去計画 

３－22－２ 災害時における廃棄物の処理等に関する協定書（岩手県産業資源循環協会） 
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３－22 廃棄物処理・障害物除去計画 

３－22－３ 災害時におけるし尿等の収集及び運搬に関する協定書（岩手県環境整備事業協同組合） 
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３－22 廃棄物処理・障害物除去計画 

３－22－４ 一般廃棄物処理に係る災害相互応援に関する協定書（県内市町村等） 

 

一般廃棄物処理に係る災害相互応援に関する協定書 

（趣旨） 

第１条 この協定は、平成８年10月７日に締結された「大規模災害時における岩手県市町村相互

応援に関する協定」を踏まえ、岩手県内において地震、津波等による大規模災害が発生し、岩

手県内の市町村、一部事務組合及び広域連合（以下「市町村等」という。）が実施する一般廃

棄物処理業務を独自では適正に遂行できない場合において、岩手県内の市町村等の間の相互応

援が迅速かつ円滑に行われるために必要な事項について定めるものとする。 

（協定市町村等） 

第２条 この協定は、災害時のごみ及びし尿処理業務に関し、市町村等の相互間において締結す

るものとする。 

（相互応援の範囲） 

第３条 この協定における相互応援は、災害の発生に起因して、ごみ又はし尿の収集・運搬に支

障が生じたとき、一般廃棄物処理施設の損傷によりごみ又はし尿処理が不能になったとき、あ

るいは当該処理施設の処理能力を著しく超えるごみ又はし尿が発生したとき等で、応援を要請

する市町村等（以下「要請市町村等」という。）と要請市町村等からの要請を受け応援を実施

する市町村等（以下「応援市町村等」という。）の合意が整ったときに限るものとする。 

（応援調整市町村） 

第４条 市町村等は、要請市町村及び応援市町村等の間の連絡調整等を行う市町村（以下「応援

調整市町村」という。）を、地域ごとに定めるものとする。 

２ 前項に規定する応援調整市町村は、別表第１のとおりとする。 

（応援要請等） 

第５条 要請市町村等は、次に掲げる事実を明らかにして、応援調整市町村に対し、応援の要請

を行うものとする。 

 (1) 被害の種類及び状況 

 (2) 必要とする業務の内容及び処理量の見込み 

 (3) 必要とする車両等の種類、規格及び台数 

 (4) 応援職員等の職種別人員 

 (5) 応援場所及び応援場所までの経路 

 (6) 応援を要する期間 

 (7) 連絡責任者 

 (8) その他必要事項 

２ 前項に規定する応援の要請は電話等により行い、後に、速やかに文書で行うものとする。 

３ 応援調整市町村は、前項の要請を受けた場合、他の市町村等と十分連絡をとり、各市町村等

が実施する応援内容等の調整を図るものとする。 
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４ 応援調整市町村は、この協定に基づく相互応援を効果的に実施できるよう、必要に応じ県に

調整等を要請するものとする。 

（応援の責務） 

第６条 応援の要請を受けた市町村等は、自らの業務に支障がない限り応援を行うものとする。 

２ 応援の要請を受けた市町村等は、前条の応援の要請に応ずることができない場合は、その旨

を速やかに応援調整市町村に通知するものとする。 

（応援費用の負担等） 

第７条 応援市町村等が応援に要した費用は、原則として要請市町村等の負担とし、支払い方法

等については、要請市町村等と応援市町村等との間で協議の上、決定するものとする。 

２ 要請市町村等は、前項の費用を支弁するいとまがない場合は、応援市町村等に当該費用の一

時繰替支弁を求めることができるものとする。 

（連絡担当課） 

第８条 市町村等は、相互応援に関する連絡担当課を定め、災害が発生したときは、速やかに相

互に連絡するものとする。 

（情報等の交換） 

第９条 市町村等は、この協定に基づく相互応援が円滑に行われるよう、必要に応じて、情報及

び資料を相互にするものとする。 

（市町村等の組織変更に伴う措置） 

第10条 この協定を締結した市町村等が市町村合併等により新たな市町村等を構成する場合に

は、新たに構成する市町村等はこの協定を承継するものとする。 

（他の協定との関係） 

第11条 この協定は、市町村等が災害対策基本法第67条の規定等により締結した他の協定に基づ

く応援等を妨げるものではない。 

（その他） 

第12条 この協定に定めるもののほか、特に必要がある場合は、その都度市町村等が協議して定

めるものとする。 

第13条 この協定は、平成24年３月１日から効力を生ずるものとする。 

 

 この協定を証するため、本協定書50通を作成し、市町村等がそれぞれ記名押印の上、各１通を

保有するものとする。 
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別表第１（第４条関係） 

応 援 調 整 市 町 村 

地域名 構 成 市 町 村 等 
応援調整市町村 

正 副 

二戸 
二戸市、軽米町、九戸村、一戸町、 

二戸地区広域行政事務組合 
盛岡市 久慈市 

久慈 
久慈市、洋野町、普代村、野田村、 

久慈広域連合 
二戸市 盛岡市 

盛岡 

盛岡市、八幡平市、雫石町、葛巻町、岩手

町、 

滝沢村、紫波町、矢巾町 

岩手・玉山環境組合、盛岡・紫波地区環境施

設組合、雫石・滝沢環境組合、盛岡地区衛生

処理組合、盛岡北部行政事務組合、紫波、稗

貫衛生処理組合 

北上市 宮古市 

宮古 
宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村、 

宮古地区広域行政組合 
盛岡市 花巻市 

岩手中部 

花巻市、北上市、西和賀町、 

岩手中部広域行政組合、北上地区広域行政組

合 

一関市 釜石市 

胆江 
奥州市、金ヶ崎町、 

奥州金ヶ崎行政事務組合 
花巻市 大船渡市 

釜石 
遠野市、釜石市、大槌町、 

釜石大槌地区行政事務組合 
遠野市 奥州市 

両磐 
一関市、平泉町、 

一関地区広域行政組合 
奥州市 陸前高田市 

気仙 

大船渡市、陸前高田市、住田町、 

大船渡地区環境衛生組合、岩手沿岸南部広域

環境組合、気仙広域連合 

一関市 奥州市 
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３－23 行方不明者等の捜索及び遺体の処理・埋火葬計画 

３－23－１ 遺体収容所 

 

遺 体 収 容 所 

（令和７年７月１日現在） 
 

地区

名 

番号 名   称 所 在 地 収容可能

人員

（棺） 

施設延床

面積 

（㎡） 

駐車可能

台数 

（台） 

付近

の 

環境 

現在

の 

状況 

電話

番号 

 

中央

地区 

１ 盛 岡 体 育 館 上田三丁目

17-60 

２４０ 7593.78 地上３６ 

地下５０ 

宅地 使用

中 

652ｰ

8855 

南 

地区 

２ 飯 岡 体 育 館 下飯岡８-86 ６４ 678.90 ３０ 宅地 使用

中 

638ｰ

4107 

玉山

地区 

３ 巻 堀 小 学 校 

体 育 館 

巻堀字巻堀

12-1 

１０９ 725.00 ４０ 宅地 使用

中 

682-

0303 

４ 好 摩 体 育 館 好摩字野中

69-48 

８４ 1389.31 １２７ 宅地 使用

中 

682-

0055 

５ 旧 生 出 小 学 校 

体 育 館 

下田字仲平

59-36 

８６ 570.98 ２５ 宅地 使用

中 

683-

2350 

６ 渋 民 運 動 公 園 

総 合 体 育 館 

川崎字川崎

１-１ 
２１２ 

4289.75 １９５ 宅地 使用

中 

683-

1636 

７ 玉 山 健 康 増 進 

センター体育館 

日戸字鷹高

50-4 
６３ 

577.50 ２５ 宅地 使用

中 

685-

2111 
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３－23 行方不明者等の捜索及び遺体の処理・埋火葬計画 

３－23－２ 災害時における遺体の搬送に関する協定（社団法人全国霊柩自動車協会） 

 

災害時における遺体の搬送に関する協定 

 

 盛岡市（以下「甲」という。）と社団法人全国霊柩自動車協会岩手県支部（以下「乙」とい

う。）は、次のとおり協定を締結する。 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、「盛岡市地域防災計画」に基づき、甲が行う災害時における遺体の搬送

に対する乙の協力及びこの協定の実施の手続に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （要請等） 

第２条 甲は、災害時において遺体を搬送する必要が生じたときは、乙に対し遺体の搬送につ

いて協力を要請するものとする。 

 （要請に対する措置） 

第３条 乙は、前条の規定による要請があったときは、当該要請に従って甲の設置する遺体収

容所等から火葬場への遺体の搬送について速やかに措置を採るものとする。 

 （要請手続等） 

第４条 第２条の規定による要請は、盛岡市災害対策本部長が行う。 

２ 前項の要請は、次に掲げる事項を口頭、電話等の方法で行うものとし、事後、甲は、文書

により乙に要請した内容を提出するものとする。 

(1) 要請を行った担当者の職及び氏名 

(2) 要請する車両台数 

(3) 履行の期日及び場所 

(4) その他必要な事項 

３ 甲が乙に提出する書面は、災害時における遺体の搬送に関する協力要請書（様式第１号）

とする。 

 （緊急要請） 

第５条 第２条の規定による要請をしようとする場合において、やむを得ない事情により、甲

が乙と連絡をとれないときは、甲は、直接乙の会員に対し、同項の規定による要請をするこ

とができる。 

 （組合員名簿） 

第６条 乙は、あらかじめ、乙の会員の名簿を甲に提出するものとする。 

２ 前項の会員の名簿に変更があったときは、速やかに甲に連絡するものとする。 

 （搬送体制の確保） 

第７条 遺体の搬送は、乙が行うものとする。ただし、乙の搬送経路の確保等について、甲は、

協力するよう努めなければならない。 

 （報告等） 

第８条 乙は、第３条の規定により遺体を搬送したときは、実施した内容を甲に報告するもの

とする。 

２ 前項の規定による報告は、次に掲げる事項を速やかに口頭、電話等の方法で行うものとし、

事後、書面により甲に実施した内容を提出するものとする。 

(1) 搬送に使用した車両及び従事した者の氏名 

(2) その他必要な事項 

３ 乙が甲に提出する書面は、災害時における遺体の搬送に関する実施報告書（様式第２号）

とする。 

（経費の負担） 
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第９条 甲は、第２条の規定による要請に基づき乙が実施した遺体の搬送に係る経費を負担す

るものとする。 

２ 前項の経費の価格は、災害発生時の直前における適正価格を基準として、甲、乙協議して

定めるものとする。 

 （経費の請求） 

第10条 乙は、前条第１項の経費を請求するときは、請求額の積算根拠を明らかにした請求書

で行うものとする。 

 （協議） 

第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上

決定するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲、乙それぞれ記名押印の上、各１通を保有

する。 

 

平成12年12月１日 

 

甲 岩手県盛岡市内丸12番２号 

盛岡市 

   代表者 盛岡市長 桑 島   博 

 

乙 岩手県盛岡市南大通二丁目２番６号 

  社団法人全国霊柩自動車協会 

   岩手県支部長   駒 木 健 吾 

 

 

電話 656-0244      
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様式第１号 災害時における遺体の搬送に関する協力要請書（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさ 日本工業規格Ａ４ 

 

災害時における遺体の搬送に関する協力要請書（第 報） 

 

第   号 

年 月 日 

 

社団法人全国霊柩自動車協会岩手県支部長 殿 

 

盛岡市災害対策本部長 

 

 災害時における遺体の搬送に関する協定第４条第２項の規定に基づき、次のとお

り協力を要請した内容を提出します。 

 

口頭、電話等で協力を 

要 請 し た 日 時 

  年  月  日  時  分 

 

協力を要請した内容 

要請する車両の台数 

履行の期日        年  月  日 

履行の場所 

協力を要請した担当者 電 話 

備 考  
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様式第２号 災害時における遺体の搬送に関する実施報告書（第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさ 日本工業規格Ａ４ 

 

 

 

 

災害時における遺体の搬送に関する実施報告書 

第   号 

年 月 日 

 

盛岡市災害対策本部長 殿 

 

社団法人全国霊柩自動車協会岩手県支部長 

 

 災害時における遺体の搬送に関する協定第８条第２項に基づき、実施した内容を

次のとおり報告します。 

 

 

協力要請書の番号及び年月日  年  月  日付け  （第  報） 

要請を受けて供給した内容 

実施した車両の標識番号及び当該車両の台数 

従事した者の氏名 

履行の期日        年  月  日 

履行の場所 

協力を要請した担当者 電 話 

備 考  
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３－23 行方不明者等の捜索及び遺体の処理・埋火葬計画 

３－23－３ 災害時における遺体の搬送に関する協定（いわて生活協同組合） 

 

災害時における遺体の搬送に関する協定 

 

 

 盛岡市（以下「甲」という。）といわて生活協同組合（以下「乙」という。）は、次のとおり

協定を締結する。 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、「盛岡市地域防災計画」に基づき、甲が行う災害時における遺体の搬送

に対する乙の協力及びこの協定の実施の手続に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （要請等） 

第２条 甲は、災害時において遺体を搬送する必要が生じたときは、乙に対し遺体の搬送につ

いて協力を要請するものとする。 

 （要請に対する措置） 

第３条 乙は、前条の規定による要請があったときは、当該要請に従って甲の設置する遺体収

容所等から火葬場への遺体の搬送について速やかに措置を採るものとする。 

 （要請手続等） 

第４条 第２条の規定による要請は、盛岡市災害対策本部長が行う。 

２ 前項の要請は、次に掲げる事項を口頭、電話等の方法で行うものとし、事後、甲は、文書

により乙に要請した内容を提出するものとする。 

(1) 要請を行った担当者の職及び氏名 

(2) 要請する車両台数 

(3) 履行の期日及び場所 

(4) その他必要な事項 

３ 甲が乙に提出する書面は、災害時における遺体の搬送に関する協力要請書（様式第１号）

とする。 

 （搬送体制の確保） 

第５条 遺体の搬送は、乙が行うものとする。ただし、乙の搬送経路の確保等について、甲は、

協力するよう努めなければならない。 

 （報告等） 

第６条 乙は、第３条の規定により遺体を搬送したときは、実施した内容を甲に報告するもの

とする。 

２ 前項の規定による報告は、次に掲げる事項を速やかに口頭、電話等の方法で行うものとし、

事後、書面により甲に実施した内容を提出するものとする。 

(1) 搬送に使用した車両及び従事した者の氏名 

(2) その他必要な事項 

３ 乙が甲に提出する書面は、災害時における遺体の搬送に関する実施報告書（様式第２号）

とする。 

 （経費の負担） 

第７条 甲は、第２条の規定による要請に基づき乙が実施した遺体の搬送に係る経費を負担す

るものとする。 

２ 前項の経費の価格は、災害発生時の直前における適正価格を基準として、甲、乙協議して

定めるものとする。 

 （経費の請求） 

第８条 乙は、前条第１項の経費を請求するときは、請求額の積算根拠を明らかにした請求書
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で行うものとする。 

 （協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上

決定するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲、乙それぞれ記名押印の上、各１通を

保有する。 

 

平成12年12月１日 

 

甲 岩手県盛岡市内丸12番２号 

盛岡市 

   代表者 盛岡市長 桑 島   博 

  

乙 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字土沢２２０－３ 

  いわて生活協同組合 

   理事長      加 藤 善 正 
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様式第１号 災害時における遺体の搬送に関する協力要請書（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさ 日本工業規格Ａ４ 

 

災害時における遺体の搬送に関する協力要請書（第 報） 

 

第   号 

年 月 日 

 

 いわて生活協同組合 殿 

 

盛岡市災害対策本部長 

 

 災害時における遺体の搬送に関する協定第４条第２項に基づき、実施した内容を次の

とおり報告します。 

 

口頭、電話等で協力を 

要 請 し た 日 時 
年  月  日  時  分 

協 力 を 要 請 し た 内 容 

要請する車両の台数 

履行の期日        年  月  日 

履行の場所 

協力を要請した担当者 電 話 

備 考  
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様式第２号 災害時における遺体の搬送に関する実施報告書（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさ 日本工業規格Ａ４ 

 

災害時における遺体の搬送に関する実施報告書 

第   号 

年 月 日 

 

盛岡市災害対策本部長 殿 

 

いわて生活協同組合 

 

 

 災害時における遺体の搬送に関する協定第６条第２項に基づき、実施した内容を次の

とおり報告します。 

 

協力要請書の番号及び年月日  年  月  日付け  （第   報） 

要請を受けて供給した内容 

実施した車両の標識番号及び当該車両の台数 

従事した者の氏名 

履行の期日        年  月  日 

履行の場所 

協 力 を 要 請 し た 担 当 者 電 話 

備 考 
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３－23 行方不明者等の捜索及び遺体の処理・埋火葬計画 

３－23－４ 災害時における棺等葬祭用品等の供給に関する協定（岩手県葬祭業協同組合） 

 

災害時における棺等葬祭用品等の供給に関する協定 

 

盛岡市（以下「甲」という。）と岩手県葬祭業協同組合（以下「乙」という。）は、次のとお

り協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、「盛岡市地域防災計画」に基づき、甲が行う災害時における棺等葬祭用

品等の供給に対する乙の協力及びこの協定の実施の手続に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 （要請等） 

第２条 甲は、災害時において棺等葬祭用品を供給する必要が生じたときは、乙に対し棺等葬

祭用品等の供給について協力を要請するものとする。 

２ 前項の棺等葬祭用品の範囲は次のとおりとし、乙において供給することが可能な品目及び

数量とする。 

(1) 内張り棺（衣装、納棺セット等を含む。） 

(2) 骨つぼその他葬祭に必要な用品 

 （要請に対する措置） 

第３条 乙は、前条第１項の規定による要請があったときは、当該要請に従って遺体収容所等

への棺等葬祭用品の供給について速やかに措置を採るものとする。 

 （要請手続等） 

第４条 第２条第１項の規定による要請は、盛岡市災害対策本部長が行う。 

２ 前項の要請は、次に掲げる事項を口頭、電話等の方法で行うものとし、事後、甲は、書面

より乙に要請した内容を提出するものとする。 

(1) 要請を行った担当者の職及び氏名 

(2) 要請する棺等葬祭用品の品目及び数量 

(3) 履行の期日及び場所 

(4) その他必要な事項 

３ 甲が乙に提出する書面は、災害時における棺等葬祭用品の供給に関する協力要請書（様式

第１号）とする。 

 （緊急要請） 

第５条 第２条第１項の規定による要請をしようとする場合において、やむを得ない事情によ

り、甲が乙と連絡をとれないときは、甲は、直接乙の会員に対し、同項の規定による要請を

することができる。 

 （組合員名簿） 

第６条 乙は、あらかじめ、乙の会員の名簿を甲に提出するものとする。 

２ 前項の会員の名簿に変更があったときは、速やかに甲に連絡するものとする。 

 （搬送体制の確保） 

第７条 棺等葬祭用品の搬送は、乙が行うものとする。ただし、乙に搬送経路の確保等につい

て、甲は、協力するよう努めなけれならない。 

 （報告等） 

第８条 乙は、第３条の規定により棺等葬祭用品を供給したときは、実施した内容を甲に報告

するものとする。 
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２ 前項の規定による報告は、次に掲げる事項を速やかに口頭、電話等の方法で行うものとし、

事後、書面により甲に実施した内容を提出するものとする。 

(1) 供給した棺等葬祭用品の品目及び数量 

(2) 従事した者の氏名 

(3) その他必要な事項 

３ 乙が甲に提出する書面は、災害時における棺等葬祭用品の供給に関する実施報告書（様式

第２号）とする。 

 （経費の負担） 

第９条 甲は、第２条の規定による要請に基づき乙が供給した棺等葬祭用品に係る経費を負担

するものとする。 

２ 前項の経費の価格は、災害発生時の直前における適正価格を基準として、甲、乙協議して

定めるものとする。 

 （経費の請求） 

第10条 乙は、前条第１甲の経費を請求するときは、請求額の積算根拠を明らかにした請求書

で行うものとする。 

 （協議） 

第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上

決定するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲、乙それぞれ記名押印の上、各１通を

保有する。 

 

平成12年12月１日 

 

甲 岩手県盛岡市内丸12番２号 

盛岡市 

    代表者 盛岡市長 桑 島   博 

 

乙 岩手県盛岡市南大通二丁目２番６号 

岩手県葬祭業協同組合 

         理事長 駒 木 健 吾 

 

 

電話622-2343 
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様式第１号 災害時における棺等葬祭用品の供給に関する協力要請書（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさ 日本工業規格Ａ４ 

 

災害時における棺等葬祭用品の供給に関する協力要請書（第 報） 

 

第     号 

年 月 日 

 

岩手県葬祭業協同組合 殿 

 

盛岡市災害対策本部長 

 

 災害時における棺等葬祭用品の供給に関する協力第４条第２項の規定に基づき、次

のとおり協力を要請した内容を提出します。 

 

口頭、電話等で協力を 

要 請 し た 日 時 

年  月  日  時  分 

協力を要請した内容 

用品名 

数 量 

履行の期日        年  月  日 

履行の場所 

協力を要請した担当者 電 話 

備 考 
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様式第２号 災害時における棺等葬祭用品の供給に関する実施報告書（第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさ 日本工業規格Ａ４ 

 

 

 

災害時における棺等葬祭用品の供給に関する実施報告書 

 

第   号 

年 月 日 

 

盛岡市災害対策本部長 殿 

 

岩手県葬祭業協同組合 

 

 災害時における棺等葬祭用品の供給に関する協定第８条第２項の規定に基づき、実

施した内容を次のとおり報告します。 

 

 

協力要請書の番号及び年月日     年  月  日付け  （第  報） 

要請を受けて供給した内容 

用品名 

数 量 

履行の期日        年  月  日 

履行の場所  

協力を要請した担当者 電 話 

備 考 
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３－23 行方不明者等の捜索及び遺体の処理・埋火葬計画 

３－23－５ 災害時における棺等葬祭用品等の供給に関する協定(いわて生活協同組合) 

 

災害時における棺等葬祭用品等の供給に関する協定 

 

盛岡市（以下「甲」という。）といわて生活協同組合（以下「乙」という。）は、次のとおり

協定を締結する。 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、「盛岡市地域防災計画」に基づき、甲が行う災害時における棺等葬祭用

品等の供給に対する乙の協力及びこの協定の実施の手続に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 （要請等） 

第２条 甲は、災害時において棺等葬祭用品を供給する必要が生じたときは、乙に対し棺等葬

祭用品等の供給について協力を要請するものとする。 

２ 前項の棺等葬祭用品の範囲は次のとおりとし、乙において供給することが可能な品目及び

数量とする。 

(1) 内張り棺（衣装、納棺セット等を含む。） 

(2) 骨つぼその他葬祭に必要な用品 

 （要請に対する措置） 

第３条 乙は、前条第１項の規定による要請があったときは、当該要請に従って遺体収容所等

への棺等葬祭用品の供給について速やかに措置を採るものとする。 

 （要請手続等） 

第４条 第２条第１項の規定による要請は、盛岡市災害対策本部長が行う。 

２ 前項の要請は、次に掲げる事項を口頭、電話等の方法で行うものとし、事後、甲は、書面

より乙に要請した内容を提出するものとする。 

(1) 要請を行った担当者の職及び氏名 

(2) 要請する棺等葬祭用品の品目及び数量 

(3) 履行の期日及び場所 

(4) その他必要な事項 

３ 甲が乙に提出する書面は、災害時における棺等葬祭用品の供給に関する協力要請書（様式

第１号）とする。 

 （搬送体制の確保） 

第５条 棺等葬祭用品の搬送は、乙が行うものとする。ただし、乙に搬送経路の確保等につい

て、甲は、協力するよう努めなけれならない。 

 （報告等） 

第６条 乙は、第３条の規定により棺等葬祭用品を供給したときは、実施した内容を甲に報告

するものとする。 

２ 前項の規定による報告は、次に掲げる事項を速やかに口頭、電話等の方法で行うものとし、

事後、書面により甲に実施した内容を提出するものとする。 

(1) 供給した棺等葬祭用品の品目及び数量 

(2) 従事した者の氏名 

(3) その他必要な事項 

３ 乙が甲に提出する書面は、災害時における棺等葬祭用品の供給に関する実施報告書（様式

第２号）とする。 

 （経費の負担） 
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第７条 甲は、第２条の規定による要請に基づき乙が供給した棺等葬祭用品に係る経費を負担

するものとする。 

２ 前項の経費の価格は、災害発生時の直前における適正価格を基準として、甲、乙協議して

定めるものとする。 

 （経費の請求） 

第８条 乙は、前条第１項の経費を請求するときは、請求額の積算根拠を明らかにした請求書

で行うものとする。 

 （協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上

決定するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲、乙それぞれ記名押印の上、各１通を保有

する。 

 

 
平成 12年 12月１日 

 

甲 岩手県盛岡市内丸12番２号 

盛岡市 

    代表者 盛岡市長 桑 島   博 

 

乙 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字土沢２２０－３ 

  いわて生活協同組合 

    理事長      加 藤 善 正 
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様式第１号 災害時における棺等葬祭用品の供給に関する協力要請書（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさ 日本工業規格Ａ４ 

 

災害時における棺等葬祭用品の供給に関する協力要請書（第 報） 

 

第   号 

年 月 日 

 

いわて生活協同組合 殿 

 

盛岡市災害対策本部長 

 

 災害時における棺等葬祭用品の供給に関する協力第４条第２項の規定に基づき、次

のとおり協力を要請した内容を提出します。 

 

口頭、電話等で協力を 

要 請 し た 日 時 

年  月  日  時  分 

協力を要請した内容 

用品名 

数 量 

履行の期日        年  月  日 

履行の場所 

協力を要請した担当者 電 話 

備 考 
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様式第２号 災害時における棺等葬祭用品の供給に関する実施報告書（第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさ 日本工業規格Ａ４ 

 

 

 

災害時における棺等葬祭用品の供給に関する実施報告書 

 

第   号 

年 月 日 

 

盛岡市災害対策本部長 殿 

 

いわて生活協同組合 

 

 災害時における棺等葬祭用品の供給に関する協定第８条第２項の規定に基づき、実

施した内容を次のとおり報告します。 

 

 

協力要請書の番号及び年月日     年  月  日付け  （第  報） 

要請を受けて供給した内容 

用品名 

数 量 

履行の期日        年  月  日 

履行の場所  

協力を要請した担当者 電 話 

備 考 
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３－23 行方不明者等の捜索及び遺体の処理・埋火葬計画 

３－23－６ 災害時における協力に関する協定（社団法人全日本冠婚葬祭互助協会） 
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３－27 公共土木施設・鉄道施設応急対策計画 

３－27－１ 災害時における応急対策業務に関する協定（盛岡市建設業協同組合） 
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３－27 公共土木施設・鉄道施設応急対策計画 

３－27－２ 災害時における応急対策業務に関する協定（岩手県測量設計業協会） 
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３－28 ライフライン施設応急対策計画 

３－28－１ 災害時の協力に関する協定書（東北電力ネットワーク株式会社盛岡電力センター） 

 



 

741 
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３－28 ライフライン施設応急対策計画 
３－28－２ 北海道・東北ブロック下水道災害時支援に関するルール 
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749 
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３－28 ライフライン施設応急対策計画 

３－28－３ 農業集落排水施設災害対策応援に関する協定 

 

農業集落排水施設災害対策応援に関する協定 

 

（趣旨） 

第１条 本協定は、協定参加者である地方自治体の農業集落排水施設が自然災害により被害を受け

た場合に、他の協定参加者が人員の派遣、必要な諸資機材の調達等を行い、災害対策の応援を行

うことを取り決めたものである。 

 

（協定参加者） 

第２条 本協定の参加者は、社団法人地域環境資源センター（以下「センター」という。）の会員

である、都道府県、市町村、都道府県土地改良事業団体連合会、全国土地改良事業団体連合会及

びセンターのうち、この協定の趣旨に賛同した者とする。 

 

（重要事項の変更） 

第３条 運営会議が必要と認めた本協定に関する重要な事項の変更等については、協定参加者の２

分の１以上の同意を要するものとする。 

 

（運営会議） 

第４条 本協定に基づく業務を行うため、運営会議を設け、毎年度一回以上開催する。 

２ 会議員は、センター理事長及び専務理事、並びにセンター理事のうち協定参加者等とする。 

３ 会議長は、センター理事長とする。 

４ 運営会議は、次の事項を議決する。 

（１）業務の執行に関すること 

（２）本協定に関する重要な事項以外の変更 

（３）その他運営会議で必要と認める事項 

５ 会議長は、次の職務を行う。 

（１）運営会議の議長 

（２）協定への新規参加の承認 

（３）その他業務の円滑な実施に必要な事項の処理 

（４）（２）、（３）についての運営会議への報告 

 

（災害対策支援本部） 

第５条 センター会員が管理する農業集落排水施設が自然災害により被災した場合に、センターと

してこれに対処するために設置される災害対策支援本部は、被災地との情報連絡及び運営会議と

の情報交換等を行い、災害対策応援に関する協定の円滑化及び初動体制の構築に努めるものとす

る。 

 

（事務局） 

第６条 運営会議の事務及び災害対策の応援に係る事務を処理するため、事務局をセンターに置

く。 

２ 事務局は、災害協定窓口リスト等、必要に応じて資料を作成するとともに、運営会議で議決さ

れた本協定に関する重要事項以外の変更や必要な事項については、協定参加者に遅滞なく報告す

るものとする。 

３ 次条に掲げる災害対策の応援の要請があったときには、応援に係る所要の業務を行うほか、第

８条に定める中央応援本部が設置された場合にあっては、その事務を行うものとする。 

 

（応援の要請） 

第７条 被災市町村又は被災市町村が所在する都道府県が、本協定による災害対策の応援を受けた

いときには、事務局に要請するものとする。この場合に、被災市町村は原則として都道府県を経

由して要請するものとする。 
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（中央応援本部の設置） 

第８条 前条の要請を受けた事務局は、運営会議の会議長にその旨の報告を行い、会議長が広域的

な応援体制が必要と認めた場合には、中央応援本部を設置し、災害対策支援本部をその指揮下に

置くものとする。 

２ 中央応援本部の構成員はセンター理事長のほか、東京及びその近隣の運営会議の会議員とし、

あらかじめ会議長が指名しておくものとする。 

３ 中央応援本部はセンター理事長を本部長として運営するものとするが、農林水産省農村振興局

整備部農村整備官及びその他必要と認める者の指導助言を求めることができる。 

 

（中央応援本部の業務） 

第９条 中央応援本部は、被災市町村、被災市町村が所在する都道府県と密接な連絡調整を行い、

以下に掲げる業務を行う。 

（１）情報収集、整理、広報等 

（２）先遣隊の派遣 

（３）応急対策、災害調査、本格復旧、設計、査定等の応援計画の策定 

（４）応援部隊の編成、資機材の調達 

（５）その他の応援 

 

（応援の求め） 

第１０条 中央応援本部が、被災市町村、被災市町村が所在する都道府県、本協定の参加者等の意

向を確認し調整した上、前条の業務を具体化し、職員の派遣又は所有若しくは管理する資機材の

提供を求めることとなった場合においては、求められた本協定の参加者は、極力、これに協力す

るものとする。 

 

（センター賛助員の協力） 

第１１条 中央応援本部が、第７条に掲げる要請に応じる場合において、必要があるときには、セ

ンター理事長は、センター賛助員の協力を得られるようにするものとする。 

 

（費用負担） 

第１２条 応援者が要した費用は、応援者と被応援者と間で災害の応援に係る費用負担について別

途に協定を交わしている場合には、それによるものとし、その他の場合にあっては両者で協議する

ものとする。 
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３－28 ライフライン施設応急対策計画 

３－28－４ 災害発生時における農地・農業用施設の復旧支援に関する協定 
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３－28 ライフライン施設応急対策計画 

３－28－５ 災害時における下水道施設等の復旧支援に関する協定 

 

災害時における下水道施設等の復旧支援に関する協定 

 

  岩手県（以下「甲」という。）及び盛岡市（以下「乙１」という。）、大船渡市（以下「乙２」

という。）、花巻市（以下「乙３」という。）、北上市（以下「乙４」という。）、久慈市（以下

「乙５」という。）、遠野市（以下「乙６」という。）、一関市（以下「乙７」という。）、陸前高

田市（以下「乙８」という。）、釜石市（以下「乙９」という。）、二戸市（以下「乙10」とい

う。）、八幡平市（以下「乙11」という。）、奥州市（以下「乙12」という。）、滝沢市（以下「乙

13」という。）、雫石町（以下「乙14」という。）、葛巻町（以下「乙15」という。）、岩手町（以

下「乙16」という。）、紫波町（以下「乙17」という。）、矢巾町（以下「乙18」という。）、西和

賀町（以下「乙19」という。）、金ケ崎町（以下「乙20」という。）、平泉町（以下「乙21」とい

う。）、住田町（以下「乙22」という。）、大槌町（以下「乙23」という。）、山田町（以下「乙24」

という。）、岩泉町（以下「乙25」という。）、田野畑村（以下「乙26」という。）、普代村（以下

「乙27」という。）、軽米町（以下「乙28」という。）、野田村（以下「乙29」という。）、九戸村

（以下「乙30」という。）、洋野町（以下「乙31」という。）、一戸町（以下「乙32」という。）

（以下乙１から乙32までを総称して「乙」という。）と公益社団法人全国上下水道コンサルタ

ント協会東北支部（以下「丙」という。）は、甲及び乙の所管する下水道施設等が地震等の自

然災害の発生により被災した場合の復旧支援に係る業務（以下「支援業務」という。）の実施

に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時における丙の支援業務に関する基本的事項を定め、被災した甲及び

乙の所管する下水道施設等の早期復旧に資することを目的とし、甲及び乙は、この協定に基づ

いた支援を受けられるものとする。 

 

（支援の要請） 

第２条 甲及び乙は、災害発生時に、丙による支援業務が必要であると判断した場合は、丙に支

援を要請することができるものとする。 

２ 丙は、前項の規定による要請があった場合は、特別の理由がない限り、支援するものとする。 

３ 丙は、支援業務を速やかに実施するため、必要な協力体制の整備に努めるものとする。 

 

（支援業務） 

第３条 支援業務の内容は、次のとおりとする。 

（1）被災状況の調査 

（2）応急復旧対策に関する調査・測量・設計の実施 

（3）災害査定資料の作成 

（4）その他特に必要な業務 

 

（要請の方法） 

第４条 丙に対する支援業務の要請は、第６条第１号に規定する甲の事務局が甲及び乙の支援の

要請を取りまとめた上で、第６条第２号に規定する丙の事務局へ要請を行うものとする。 

 

（支援業務の実施手続） 

第５条 甲及び乙は、丙による支援業務が必要と判断した場合は、丙の会員のうち支援業務を実

施することができると認められる者（以下「支援業務候補者」という。）の取りまとめを丙に

要請するものとする。 

２ 丙は、前項の規定による要請があった場合は、支援業務候補者を書面により甲に通知するも

のとする。 

３ 甲及び乙は、丙の通知に基づき支援業務を実施する者（以下「支援業務実施者」という。）

を選定したときは、遅滞なくこれを丙及び支援業務実施者に通知するものとする。 
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４ 支援業務実施者は、甲及び乙の指示を受けて、支援業務を行うものとする。 

 

（事務局） 

第６条 甲及び丙の支援業務の要請に係る事務局は、次のとおりとする。 

（1）甲の事務局は、岩手県県土整備部下水環境課とする。 

（2）丙の事務局は、公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会東北支部とする。 

 

（契約） 

第７条 甲又は乙は、支援業務実施者と業務内容を協議し、速やかに業務委託契約を締結するも

のとする。 

２ 支援業務実施者が支援業務を実施したときは、支援業務の完了後、速やかに業務内容を記載

した報告書を甲又は乙に提出するものとする。 

 

（費用負担） 

第８条 支援業務に係る費用は、支援を受けた甲又は乙の負担とし、支援業務実施者と協議の上、

業務委託契約書において定めるものとする。 

 

（災害補償） 

第９条 支援業務に従事した者が当該支援業務に従事したことにより負傷し、若しくは疾病にか

かり、又は死亡した場合の災害補償は、支援業務実施者の責任において行うものとする。 

 

（有効期間） 

第10条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から令和７年３月31日までとする。 

２ この協定は、前項に規定する期間が満了する日の１月前までに甲及び乙、丙いずれからも申

し出がない場合は、有効期間が満了する日の翌日から同一の条件で更に１年間延長されるもの

とし、その後も同様とする。 

 

（補則） 

第11条 この協定の実施に関し必要な事項は、協定細目に定める。 

２ この協定に定めのない事項については、甲及び乙、丙が協議して定める。 

 

（他の協定の適用） 

第12条 この協定に定めるもののほか、甲及び乙と丙又は丙の会員との間における支援業務に関

し別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 

 

 この協定の成立を証するため、本協定書34通を作成し、甲及び乙、丙記名押印の上、各１通を

保有する。 

 

令和 ６年 ３月 ７日 

 

甲   岩手県盛岡市内丸10－１ 

岩手県知事  達 増 拓 也 

 

  乙１  岩手県盛岡市愛宕町６－８ 

盛岡市上下水道事業管理者 

長 澤 秀 則 

 

乙２  岩手県大船渡市盛町字宇津野沢１５ 

大船渡市長  渕 上  清 
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乙３  岩手県花巻市花城町９－３０ 

花巻市長   上 田 東 一 

 

乙４  岩手県北上市芳町１－１ 

北上市長   八重樫  浩  文 

 

乙５  岩手県久慈市川崎町１－１ 

久慈市長   遠 藤 譲 一 

 

乙６  岩手県遠野市中央通り９－１ 

遠野市長   多 田 一 彦 

 

乙７  岩手県一関市竹山町７－２ 

一関市長   佐 藤 善 仁 

 

乙８  岩手県陸前高田市高田町字下和野１００ 

陸前高田市長 佐 々 木  拓 

 

乙９  岩手県釜石市只越町３－９－１３ 

釜石市長   小 野  共 

 

乙10  岩手県二戸市福岡字川又４７ 

二戸市長   藤 原  淳 

 

乙11  岩手県八幡平市野駄２１－１７０ 

八幡平市長  佐々木  孝  弘 

乙12  岩手県奥州市水沢大手町１－１ 

奥州市長   倉 成  淳 

 

乙13  岩手県滝沢市中鵜飼５５ 

滝沢市長   武 田  哲 

 

乙14  岩手県岩手郡雫石町千刈田５－１ 

雫石町長   猿 子 恵 久 

 

乙15  岩手県岩手郡葛巻町葛巻１６－１－１ 

葛巻町長   鈴 木 重 男 

 

乙16  岩手県岩手郡岩手町大字五日市１０－４４ 

岩手町長   佐々木  光  司 

 

乙17  岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前２－３－１ 

紫波町長   熊 谷  泉 

 

乙18  岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅１３－１２３ 

矢巾町長   高 橋 昌 造 
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乙19  岩手県和賀郡西和賀町川尻４０－４０－７１ 

西和賀町長  内 記 和 彦 

 

乙20  岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町２２－１ 

金ケ崎町長  髙 橋 寛 寿 

 

乙21  岩手県西磐井郡平泉町字志羅山４５－２ 

平泉町長   青 木 幸 保 

 

乙22  岩手県気仙沼郡住田町世田米字川向８８－１ 

住田町長   神 田 謙 一 

 

乙23  岩手県上閉伊郡大槌町上町１－３ 

大槌町長   平 野 公 三 

 

乙24  岩手県下閉伊郡山田町八幡町３-２０ 

山田町長   佐 藤 信 逸 

乙25  岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑５９－５ 

岩泉町長   中 居 健 一 

 

乙26  岩手県下閉伊郡田野畑村田野畑１４３－１ 

田野畑村長  佐 々 木  靖 

 

乙27  岩手県下閉伊郡普代村９－１３－２ 

普代村長   柾 屋 伸 夫 

 

乙28  岩手県九戸郡軽米町大字軽米１０－８５ 

軽米町長   山 本 賢 一 

 

乙29  岩手県九戸郡野田村大字野田２０－１４ 

野田村長   小 田 祐 士 

 

乙30  岩手県九戸郡九戸村大字伊保内１０－１１－６ 

九戸村長   晴 山 裕 康 

 

乙31  岩手県九戸郡洋野町種市２３－２７ 

洋野町長   岡 本 正 善 

 

乙32  岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢２４－９ 

一戸町長   小野寺  美  登 

 

 

丙   仙台市青葉区国分町３-８-14 

公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会 

東北支部 支部長 髙 橋  郁 
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３－31 火山災害等継続災害への対応計画 

３－31－１ 報道機関への放送協力要請（通知） 

 

報道機関への放送協力要請（通知） 
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３－31 火山災害等継続災害への対応計画 

３－31－２ 火山情報の伝達先一覧表 

 

 

火山情報の伝達先一覧表 

 

名 称 所 在 地 電話番号 伝達責任者 

岩手県警察本部自動車運転免許試験場 下田字仲平183 683-1251 

玉山総合事

務所総務課

長 

岩手県農業研究センター畜産研究所外山畜

産研究室 

 

岩手中央酪農業協同組合本所事業部 

 

岩手山麓土地改良区 

 

盛岡森林管理署外山森林事務所休憩所 

 

新岩手農業協同組合玉山支所 

 

(一社)家畜改良事業団盛岡種雄牛センター 

 

岩手県農業共済組合北岩手支所 

 

薮川字大の平40 

 

下田字生出640-２ 

 

滝沢市巣子990-９ 

 

薮川字外山100-２ 

 

渋民字鶴飼１-１ 

 

下田字柴沢301-５ 

 

好摩字上山３-38 

 

681-5011 

 

688-7241 

 

688-8039 

 

681-5256 

 

683-2211 

 

683-2450 

 

682-2661 

 

産業振興課

長 
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３－32 岩手県防災ヘリコプター応援要請計画 

３－32－１ 岩手県防災ヘリコプター応援協定 

 

岩手県防災ヘリコプター応援協定 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、岩手県内の市町村、消防の一部事務組合（以下「市町村等」という｡）が、

災害による被害を最小限に防止するため、岩手県が所有する防災ヘリコプター（以下｢防災ヘリ｣

という｡）の応援を求めることについて必要な事項を定めるものとする。 

 （協定区域） 

第２条 この協定に基づき市町村等が防災ヘリの応援を求めることができる地域は、当該市町

村等の区域とする。 

 （災害の範囲） 

第３条 この協定において、災害とは、消防組織法（昭和22年法律第226号）第１条に規定する災

害をいう。 

 （応援要請） 

第４条 この協定による応援要請は、災害発生の市町村等の長が、防災ヘリの特性を十分に発

揮することができると認められる場合で、原則として、次に掲げる要件を満たす場合に岩手

県知事（以下「知事」という。）に対して行うものとする。 

 (1) 公 共 性 災害等から住民の生命及び財産を保護し、被害の軽減を図るものであること。 

 (2) 緊 急 性 差し迫った必要性があること。 

 (3) 非代替性 防災ヘリによる活動が最も有効であること。 

 （応援要請の方法） 

第５条 応援要請は、岩手県防災航空センターに電話等により、次の事項を明らかにして行う

ものとする。 

 (1) 災害の種別 

 (2) 災害発生の日時及び場所並びに災害の状況 

 (3) 災害発生現場の気象状況 

 (4) 災害現場の最高指揮者の職及び氏名並びに連絡方法 

 (5) 飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制 

 (6) 応援に要する資機材の品目及び数量 

 (7) その他必要な事項 

 （防災航空隊の派遣） 

第６条 知事は、第４条の規定により応援要請を受けたときは、災害発生現場の気象状況等を

確認の上、防災航空隊を派遣するものとする。 

２ 知事は、応援要請に応じることができない場合は、その旨を速やかに、災害発生の市町村

等の長に通報するものとする。 

 （防災航空隊の隊員の指揮） 

第７条 前条第１項の規定により防災航空隊を派遣する場合において、災害現場における防災

航空隊の隊員の指揮は、災害発生の市町村等の消防長が行うものとする。ただし、緊急の場

合は、災害現場の最高指揮者が行うことができるものとする。 

 （消防活動に従事する場合の特例） 

第８条 応援要請に基づき防災航空隊の隊員が消防活動に従事する場合においては、災害発生の市

町村等の長から防災航空隊の隊員を派遣している市町村等の長に対し、消防相互応援に関する協

定書（昭和50年５月13日締結。以下「相互応援協定」という。）第４条の規定に基づく応援要請

があったものとみなす。 
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 （経費負担） 

第９条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、岩手県が負担するものとする。 

２ 前条に規定する消防活動に従事する場合においても、応援に要する経費は、相互応援協定第12

条の規定にかかわらず、岩手県が負担するものとする。 

 （その他） 

第10条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関し必要な事項は、岩手県及び市町村等

が協議して定めるものとする。 

 

 この協定を証するため、正本70通を作成し、知事及び市町村等の長が記名押印のうえ、各自その

１通を所持する。 

 

   附 則 

 この協定は、平成８年10月１日から施行する。 

 

              岩  手  県 

                岩手県知事  増 田 寛 也 

 

              盛  岡  市 

盛岡市長   桑 島   博 

 

              宮 古 市               

                宮古市長   菊 池 長右エ門 

 

              大 船 渡 市               

                大船渡市長  甘 竹 勝 郎 

 

              水 沢 市               

                水沢市長   後 藤   晨 

 

              花 巻 市               

                花巻市長   渡 邊   勉 

 

              北 上 市               

                北上市長   高 橋 盛 吉               

 

              久 慈 市               

                久慈市長   久 慈 義 昭               

 

              遠 野 市               

                遠野市長   菊 池   正 

 

              一 関 市               

                一関市長   佐々木 一 朗 

 

              陸 前 高 田 市               

                陸前高田市長 菅 野 俊 吾 

 

              釜 石 市               

                釜石市長   野 田 武 義 

 

              江 刺 市               
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                江刺市長   及 川   勉 

 

              二 戸 市               

                二戸市長   小 原 豊 明 

 

              雫 石 町               

                雫石町長   川 口 善 彌 

 

              葛 巻 町               

                葛巻町長   遠 藤 治 夫 

 

              岩 手 町               

                岩手町長   田 中 幸 平 

 

              西 根 町               

                西根町長   工 藤 勝 治 

 

              滝 沢 村               

                滝沢村長   柳 村 純 一 

 

              松 尾 村               

                松尾村長   佐々木 正四郎 

 

              玉 山 村               

                玉山村長   工 藤 久 徳               

 

              紫 波 町               

                紫波町長   鷹 木 壯 光               

 

              矢 巾 町               

                矢巾町長   高 橋 隆 三               

 

              大 迫 町               

                大迫町長   畠 敏               

 

              石 鳥 谷 町               

                石鳥谷町長  大 竹 義 文               

 

              東 和 町               

                東和町長   小 原 秀 夫               

 

              湯 田 町               

                湯田町長   菅 原 信 夫               

 

              沢 内 村               

                沢内村長   内 記 正 志               
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              金 ヶ 崎 町               

                金ヶ崎町長  高 橋 紀 雄               

 

              前 沢 町               

                前沢町長   鈴 木 一 司               

 

              胆 沢 町               

                胆沢町長   千 田   明 

 

              衣 川 村               

                衣川村長   佐々木 秀 康 

 

              花 泉 町               

                花泉町長   小野寺 亮 助 

 

              平 泉 町               

                平泉町長   穂 積 昭 慈               

 

              大 東 町               

                職務代理者 

                大東町助役  伊 藤 一 和 

 

              藤 沢 町               

                藤沢町長   佐 藤   守 

 

              千 廐 町               

                千廐町長   藤 野 光 男 

 

              東 山 町               

                東山町長   松 川   誠 

 

              室 根 村               

                室根村長   名 取   渉 

 

              川 崎 村               

                川崎村長   千 葉   莊 

 

              住 田 町               

                住田町長   菅 野   剛 

 

              三 陸 町               

                三陸町長   佐々木 菊 夫 

 

              大 槌 町               

                大槌町長   黒 澤 友 吉               

 

              宮 守 村               

                宮守村長   照 井 春 雄               

 

              田 老 町               

                田老町長   竹 花 達 雄               

 

              山 田 町               

                山田町長   黒 澤   孝 
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              岩 泉 町               

                岩泉町長   八重樫 協 二 

 

              田 野 畑 村               

                田野畑村長  早 野 仙 平 

 

              普 代 村               

                普代村長   岩 澤 義 雄               

 

              新 里 村               

                新里村長   山 口 通 男               

 

              川 井 村               

                川井村長   原     眞 

 

              軽 米 町               

                軽米町長   平   澄 芳 

 

              種 市 町               

                種市町長   関 根 重 男               

 

              野 田 村               

                野田村長   中 川 正 勝               

 

              山 形 村               

                山形村長   小笠原   寛 

 

              大 野 村               

                大野村長   柏 木 幸 夫               

 

              九 戸 村               

                九戸村長   伊保内 昭 一 

 

              浄 法 寺 町               

                浄法寺町長  砂子田 一 男 

 

              安 代 町               

                安代町長   北 舘 義 一               

 

              一 戸 町               

                一戸町長   稲 葉   暉 

 

              盛岡地区広域行政事務組合管理者 

                盛岡市長   桑 島   博 

 

              胆沢地区消防組合管理者 

                水沢市長   後 藤   晨 
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              両磐地区消防組合管理者 

                一関市長   佐々木 一 朗 

 

              久慈地区広域行政事務組合管理者 

                久慈市長   久 慈 義 昭 

 

              大船渡地区消防組合管理者 

                大船渡市長  甘 竹 勝 郎 

 

              遠野地区消防事務組合管理者 

                遠野市長   菊 池   正 

 

              宮古地区広域行政組合管理者 

                宮古市長   菊 池 長右エ門 

 

              花巻地区消防事務組合管理者 

                花巻市長   渡 邊   勉 

 

              北上地区消防組合管理者 

                北上市長   高 橋 盛 吉 

 

              二戸地区広域行政事務組合管理者 

                二戸市長   小 原 豊 明 
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３－32 岩手県防災ヘリコプター応援要請計画 

３－32－２ 岩手県防災ヘリコプター運航管理要綱 
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３－32 岩手県防災ヘリコプター応援要請計画 

３－32－３ 岩手県防災ヘリコプター緊急運航要領 
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